
■少年種別年齢域

関係団体

当該スポーツ協会：注意（文書）
当該都道府県競技団体：注意（文書）

当該中央競技団体：注意（文書）

当該スポーツ協会：注意（文書）
当該都道府県競技団体：注意（文書）

当該中央競技団体：注意（文書）

第79回国民スポーツ大会（滋賀県）　参加資格違反一覧

当該者は少年種別年齢域に該当し、本件に関わる参加資格について、
所属競技団体等が十分に説明しない限り、当該者が正しく理解するこ
とが難しかったものと思料する。このため当該者の過失を認めるまで
には至らないと判断し、教育的な配慮も踏まえ次のとおり例外対応と
する。

【例外対応】
①本来の処分内容として想定される「次回以降の大会において、２大会
以内の参加禁止処分」を免除する。

②当該者の第79回国民スポーツ大会東海ブロック大会への参加実績
（記録を含む）を認める。

③第80回国民スポーツ大会以降の大会には、当該者は第79回大会国
民スポーツ大会東海ブロック大会に愛知県代表として参加した実績は
考慮せず参加資格を満たす所属都道府県からの参加が可能。

※当該者は第79回国民スポーツ大会東海ブロック大会に愛知県代表
として参加・出場していることから、第80回又は第81回大会に愛知県
以外の都道府県から参加する場合は、本来であれば2大会以上の間を
置かなければならないが（国民スポーツ大会開催基準要項細則
3(1)1)③）これを適用しない。

当該者は少年種別年齢域に該当し、本件に関わる参加資格について、
所属競技団体等が十分に説明しない限り、当該者が正しく理解するこ
とが難しかったものと思料する。このため当該者の過失を認めるまで
には至らないと判断し、教育的な配慮も踏まえ次のとおり例外対応と
する。

【例外対応】
①本来の処分内容として想定される「当該大会を含む 2 大会以内の
参加・出場禁止処分」を免除する。

事案② 愛知県
出場都道府県に係
る参加資格違反

愛知県代表としての参加資格
の条件を満たさず、第79回大
会の東海ブロック大会に愛知県
代表として出場

（第78回大会は居住地（愛知県
以外の県）から出場「当時中学
校3年生」）

競技会終了後

2)選手の年齢基準及び所属都道府県
｢居住地を示す現住所｣、｢勤務地｣、｢『学校教育法』
第1条に規定する学校の所在地｣のいずれかから参
加する場合は､大会開催年の4 月 30 日以前から大
会終了時まで引き続き当該地に､居住又は勤務、通
学していなければならない。

当該者

事案① 静岡県
出場都道府県に係
る参加資格違反

都道府県 違反内容
処分（案）

静岡県代表としての参加資格
の条件を満たさず、第79回大
会の東海ブロック大会に静岡県
代表としてエントリー

競技会開始前

2)選手の年齢基準及び所属都道府県
｢居住地を示す現住所｣、｢勤務地｣、｢『学校教育法』
第1条に規定する学校の所在地｣のいずれかから参
加する場合は､大会開催年の4 月 30 日以前から大
会終了時まで引き続き当該地に､居住又は勤務、通
学していなければならない。

発覚時期 国民スポーツ大会開催基準要項細則（抜粋）
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■成年種別年齢域

当該者 関係団体

宮崎県スポーツ協会：注意（文書）

日本バスケットボール協会：注意（文書）

神奈川県スポーツ協会：注意（文書）

日本ホッケー協会：注意（文書）

三重県スポーツ協会：注意（文書）

日本ラグビーフットボール協会：注意（文
書）

事案③ 宮崎県 バスケット
ボール

成年
女子

第79回国民スポーツ大会（滋賀県）　参加資格違反一覧

発覚時期都道府県 競技
（種目）

種別 違反内容

特別大会の九州ブ
ロック大会に福岡
県代表として出場

第79回大会の九州
ブロック大会にて、
宮崎県代表として
エントリー

※前々回大会とは
異なる都道府県か
ら出場

出場都道府県に
係る参加資格違
反

国民スポーツ大会開催基準要項細則
（抜粋）

・当該者は「選手として参加したものが異
なる都道府県から参加する場合につい
て、2大会以上の間を置かなければなら
ないこと」を認識していたものの、自身の
参加資格について確認が不足していた。

・当該者は大会参加にあたり宮崎県バス
ケットボール協会に確認の上エントリーを
行ったが、宮崎県バスケットボール協会
は過去大会の出場情報を把握していな
かった。

1)参加資格
③前々回又は前回の大会（都道府県大会及
びブロック大会を含む）に選手又は監督とし
て参加した者が異なる都道府県から参加す
る場合については、2大会以上の間を置か
なければならない。

事案④ 神奈川県 ホッケー
成年
男子

出場都道府県に
係る参加資格違
反

事案⑤ 三重県
ラグビー
フットボー

ル

少年
男子

専任
監督

公認スポーツ指
導者資格に係る
参加資格違反

調査結果の概要
処分（案）

当該大会を含む
1大会の参加・出場禁止

（第79回大会関東ブロック大会・本
大会）

第７９回大会の東海
ブロック大会に出
場

２０２５年９月３０日
時点で公認スポー
ツ指導者資格を保
有していない

競技会終了後

1)参加資格
⑨監督については、大会開催年の４月１日以
前から本大会終了時まで日本スポーツ協会
公認スポーツ指導者制度に基づき当該競技
団体が定める公認資格を保有しているもの
とする。

競技会開始前

1)参加資格
③前々回又は前回の大会（都道府県大会及
びブロック大会を含む）に選手又は監督とし
て参加した者が異なる都道府県から参加す
る場合については、2大会以上の間を置か
なければならない。

特別大会の関東ブ
ロック大会、第78
回大会の関東ブ
ロック大会に東京
都代表として出場

第79回大会の関東
ブロック大会にて、
神奈川県代表とし
てエントリー

※前回、前々回大
会とは異なる都道
府県から出場

競技会開始前

当該大会を含む
1大会の参加・出場禁止

（第79回大会九州ブロック大会・本
大会）

次回以降の大会において
1大会の参加・出場禁止

（第80回大会東海ブロック大会・本
大会）

・当該者は「選手として参加したものが異
なる都道府県から参加する場合につい
て、2大会以上の間を置かなければなら
ないこと」を認識していなかった。

当該者は、所属区分を「勤務地」として参
加する場合の条件についての理解が曖昧
なまま、神奈川県スポ協及び神奈川県
ホッケー協会からも明確な指示やアドバ
イスもなかったことから、問題なく参加で
きるものと誤認していた。

・神奈川県スポ協、神奈川県ホッケー協会
それぞれ参加資格の確認を行ったうえで
申し込みを行っているが、確認が不足し
ていた。

・当該者は、期日までの登録料の入金を
失念していたことによる手続きの不備か
ら、保有する指導者資格が「保留」状態と
なり、国スポ参加条件を満たしていな
かった。
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国民スポーツ大会における違反に対する処分に関する規程 
 

第 1章 総則 

第 1条 規程の対象となる違反 

この規程は、国民スポーツ大会（以下「国スポ」という。）において次の違反が発生した場合の手

続き及び処分内容等について定める。 

（1）参加資格に係る違反（以下「参加資格違反」という。）：国民スポーツ大会開催基準要項細

則第 3項に係る違反 

   ※「参加」とは参加申込締切時にエントリーしていることをいう。 

   ※「出場」とは競技会に出場することをいう。 

（2）アンチ・ドーピング規則に対する違反（以下「ドーピング規則違反」という。）：公益財団

法人日本アンチ･ドーピング機構（以下「JADA」という。）が定める日本アンチ・ドーピ

ング規程第 2条に定める内容に係る違反 

 

第 2条 適用範囲 

原則として、違反を犯した当該選手・監督等（以下、「当該者」という）・チームに対して本規程

を適用する。 

ただし、違反の内容及び違反に至った経過において、明らかに意図的あるいは計画的で悪質と判

断した場合は、当該者の所属する当該都道府県体育・スポーツ協会「以下「都道府県体協」という」

及び当該中央競技団体に対して、本規程第 5 条、第 8 条、第 11 条に定める内容のほかに、別途処

分を課すことができる。 

 

第 2章 参加資格違反に関する手続き・処分内容等 

第 3条 参加資格違反に関する聴聞手続き等 

参加資格違反に係る聴聞手続き等については、次のとおりとする。 

1. 違反が判明した時点において、以下の者により編成された聴聞会を開催し、当該者及びその

所属する関係機関・団体から聴聞を行う。 

(1) 競技会開始前及び終了後 

国民スポーツ大会委員会委員長（以下、「国スポ委員長」という。）並びに国スポ委員長が

指名した者（若干名）とし、議長の任は国スポ委員長があたるものとする。 

(2) 競技会期間中 

大会委員長（国スポ委員長）並びに大会委員長が指名した総務委員（若干名）とし、議長

の任は大会委員長があたるものとする。 

2. 聴聞会において、当該者及びその所属する関係機関・団体は、違反の疑われる事例について

反論の機会が与えられる。 

 

第 4条 参加資格違反に関する処分内容の決定 

処分内容については、本規程第 3 条に定める聴聞会からの報告を受けて、国民スポーツ大会委員

会（以下、「国スポ委員会」という。）において決定する。ただし、競技会前又は競技会期間中にお

いて違反が判明した場合、当該者・チームの競技会への出場については、国スポ委員長が本規程第

5条に基づき決定する。 
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第 5条 参加資格違反に関する処分 

1. 故意または重大な過失による違反の場合 

(1) 競技会開始前及び期間中 

1) 当該者の当該大会への出場を直ちに中止させる。 

また、当該者が団体競技に参加している場合、当該チームについても直ちに出場を中止さ

せる。 

2) 競技会開始前に違反が判明した場合は、当該ブロック内における次順位の選手またはチ

ームが参加・出場できることとする。 

3) 成績が発生している場合は、当該者・チームの順位・得点等を含む全成績（以下「成績」

という。）を抹消する。 

4) 当該者については、国スポへの次回大会以降に開催される 3大会以上の参加禁止処分と

し、処分内容については国スポ委員会 

で審議の上、決定する。 

5) 当該者の所属チーム、並びに所属する都道府県体協及び当該中央競技団体については、厳

重注意以上の処分とし、処分内容については、国スポ委員会で審議の上、決定する。 

(2) 競技会終了後 

1) 当該者については、国スポへの次回大会以降に開催される 3大会以上の参加禁止処分と

し、処分内容については国スポ委員会で審議の上、決定する。 

2) 当該者の所属チーム、並びに所属する都道府県体協及び当該中央競技団体については、厳

重注意以上の処分とし、処分内容については、国スポ委員会で審議の上、決定する。 

3) 当該大会における当該者・チームの成績は抹消した上で、改めて全都道府県の全成績を見

直すものとする。 

 

2. 過失による違反の場合 

当該者・チームについては、次のとおり取り扱うこととする。 

また、処分内容については、当該者の所属チーム、並びに所属する都道府県体協及び当該中

央競技団体に対して注意以上の処分とし、国スポ委員会で審議の上、決定する。 

(1) 競技会開始前 

1) 個人競技 

a. 当該者については、当該大会を含む 2大会以内の参加・出場禁止処分とする。 

b. 次順位の選手の参加・出場が可能である場合は、当該ブロック内における次順位の

選手が参加・出場できることとする。 

c. 違反を犯した者が監督の場合、当該競技規則の定める範囲内において参加資格を満

たす者と交代することができる。参加資格を満たす交代者がおらず、監督が不在と

なる場合、当該監督が所属する競技・種別の選手の出場は認めないものとする。 

2) 団体競技 

a. 当該者については、当該大会を含む 2大会以内の参加・出場禁止処分とする。 

b. 当該選手の所属チームについては、当該競技規則の定める範囲内において、競技会

に出場できるものとする。ただし、当該違反選手に係る代替選手の交代（変更）は

認めないものとする。 

c. 当該選手の所属チームが当該競技規則を満たすことができず、出場できない場合、

当該ブロック内における次順位のチームの参加・出場が可能である場合は、当該ブ

ロック内における次順位のチームが参加・出場できることとする。 
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d. 違反を犯した者が監督の場合、当該競技規則の定める範囲内において参加資格を満

たす者と交代することができる。参加資格を満たす交代者がおらず、監督が不在と

なる場合、所属チームの出場は認めないものとする。 

    (2) 競技会期間中 

1) 個人競技 

a. 当該者の当該大会への出場を直ちに中止させ、成績を抹消する。 

b. 当該者の次回大会への参加については、大会終了後にその可否を審議し、決定する。 

c. 違反を犯した者が監督の場合、当該競技規則の定める範囲内において参加資格を満

たす者と交代することができる。交代ができる場合は、その当該監督が参加する競

技・種別の選手の成績も認めるものとする。参加資格を満たす交代者がおらず、監

督が不在となる場合、当該監督が参加する競技・種別の選手の出場を直ちに中止さ

せる。 

2) 団体競技 

a. 当該者の当該大会への出場を直ちに中止させる。 

b. 当該者の次回大会への参加については、大会終了後にその可否を審議し、決定する。 

c. 当該選手の所属チームについては、当該競技規則の定める範囲内において継続して

競技会に出場できるものとする。また、その成績も認めるものとする。ただし、当

該違反選手に係る代替選手の交代（変更）は認めないものとする。 

d. 違反を犯した者が監督の場合、当該競技規則の定める範囲内において参加資格を満

たす者と交代することができる。交代ができる場合は、その当該監督所属チームの

成績も認めるものとする。参加資格を満たす交代者がおらず、監督が不在となる場

合、所属チームの出場を直ちに中止させる。 

 (3) 競技会終了後 

当該者については、次回以降の大会において、2大会以内の参加禁止処分とする。 

ただし、成績は訂正しないものとする。 

 

第 3章 ドーピング規則違反に関する手続き・処分内容等 

第 6条 ドーピング規則違反に関する聴聞手続き等 

ドーピング規則違反に係る聴聞手続き等については、日本アンチ・ドーピング規程に基づき、日

本アンチ・ドーピング規律パネル（以下「規律パネル」という。）において実施される。 

 

第 7条 ドーピング規則違反に関する処分内容の決定 

処分内容については、本規程第 8 条及び第 10 条に基づき、国スポ委員会において決定する。た

だし、競技会開始前または競技会期間中において違反が判明した場合、当該者・チームの競技会へ

の参加・出場については、国スポ委員長が本規程第 8条に基づき決定する。 

 

第 8条 ドーピング規則違反に関する処分 

1. 当該者・チームの参加に関する処分 

(1)  当該者・チームの当該大会の出場、及び次回大会以降の参加・出場の可否については、

規律パネルの決定した資格停止期間に基づき国スポ委員会で審議の上、決定する。 

(2) 上記の処分により、当該大会において次順位の選手・チームの参加が可能である場合は、

当該ブロック内における次順位の選手・チームが参加できることとする。 
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2. 成績に関する処分 

規律パネルの決定に従い、当該者・チームの成績を抹消する。 

なお、当該大会の他の種目等において、当該者及び当該者が構成員となっているチームの成

績が発生している場合は、その処分について国スポ委員会において審議の上、決定する。 

 

第 9条 暫定的資格停止 

A 検体によりドーピング規則違反が疑われ、その後のドーピング規則違反の有無が確定するまで

の間、JADAは当該者を暫定的に参加資格停止にすることができる。 

ただし、団体競技の場合、チームは当該者を除き、当該競技規則の定める範囲内において、継続

して競技会に出場できるものとする。 

 

第 10条 国スポ以外の競技会等においてドーピング規則違反が決定した場合の取り扱い 

国スポ以外の競技会検査及び競技会外検査においてドーピング規則違反が決定した場合の、当該

者の国スポへの参加及び国スポにおける成績については以下のとおり取り扱う。 

1. 当該者・チームの、次回大会以降の参加の可否については、規律パネルの決定した資格停止

期間に基づき国スポ委員会で審議の上、決定する。 

2. 当該者が、規律パネルの決定した成績抹消の対象期間において国スポに参加していた場合、

規律パネルの決定に基づき、当該者・チームの国スポにおける成績は抹消する。 

 

第 4章 競技順位等の取り扱い 

第 11条 競技順位・得点及び参加得点 

1. 本規程第 5条の１、第 8条の 2及び第 10条の 2に定める違反が確定し、当該者・チームの成

績が抹消された場合、順位を確定することができる範囲内において順位を繰り上げ、あらため

て競技順位・得点等を確定する。 

2. 前項の措置により、当該都道府県からの選手・チームの競技会出場（ブロック大会を含む）

が皆無となった場合、その競技における参加得点を抹消する。 

3. 競技順位等を訂正する場合は、以下のとおり取り進める。 

(1) すみやかに競技順位・得点等を確定し、公表する。 

(2) 各競技会の順位に変更が生じた場合、順位が確定できる競技について、当該者（チーム）

に賞状を授与する。 

(3) 各競技会、男女総合及び女子総合成績の各１位から８位までの都道府県順位に変更が生

じた場合、改めて表彰状を授与する。 

 

第 5章 上訴 

第 12条 上訴 

国スポ委員会の最終的な処分決定に対し、当該者及び当該者の所属する機関・団体は、日本スポ

ーツ仲裁機構に上訴を申し立てることができる。 

 

第 6章 その他 

第 13条 その他 

1. 参加資格違反については本大会を前提として定めるが、ブロック大会において違反が判明し

た場合も、違反の内容及び競技会の状況等に応じ本規程の内容を適用する。 
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2. 参加資格違反については、違反した当該大会から 1 大会以上を経て違反が判明した場合、発

覚した時点から起算して、本規程を適用する。 

3. 本規程に定める事項以外については、別途当該都道府県体育協及び当該中央競技団体と協議

の上、国スポ委員会において決定する。 

 

第 14条 規程の変更 

この規程は、国スポ委員会の議決により変更することができる。 

 

附則 

1. 本規程は、平成 20年 4月 25日より施行する。 

※ 本規程は、「国民体育大会ドーピング防止規則に対する違反に関わる制裁措置等取り扱い規則

（平成 15年 6月 20日制定、平成 17年 6月 1日及び平成 19年 8月 29日改訂）」及び「国

民体育大会参加資格違反に係る罰則規定（平成 19年 3月 7日制定）」を統合・整理したもの

である。このことにより、上記規則、規定は廃止する。 

2. 本規程は、公益財団法人日本体育協会の設立の登記の日（平成 23年 4月 1日）から施行する。 

3. 本規程は、平成 23年 12月 15日一部改訂し、同日から施行する。 

4. 本規程の平成 23 年 12 月 15 日一部改訂を受けて、当該時点における参加資格違反による国体へ

の参加禁止処分（第 5 条の 2）対象者については、改訂内容を遡って適用することとする（平成

24年 3月 22日国体委員会決定）。 

5. 本規程は、平成 27年 3月 12日一部改定し、同日から施行する。 

6. 本規程は、平成 28年 6月 17日一部改定し、同日から施行する。 

7．本規程は、平成 29年 12月 15日一部改定し、同日から施行する。 

8．本規程は、平成 30年 4月 1日一部改定し、同日から施行する。 

9．本規程は、令和 2年 3月 12日一部改定し、同日から施行する。 

10．本規程は、令和 4年 8月 25日一部改定し、同日から施行する。 

11．本規程は、令和 5年 4月 1日一部改定し、同日から施行する。 

12．本規程は、令和 6年 1月 1日一部改定し、同日から施行する。 
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国民スポーツ大会参加資格違反に係る参加禁止期間の取り扱いについて 

 

公益財団法人日本スポーツ協会 

 

「国民スポーツ大会における違反に対する処分に関する規程」第 5条の 2に定める過失による参加

資格違反に係る処分内容に関し、当該者の国民スポーツ大会（以下「国スポ」という。）への参加・出

場禁止期間については、下記のとおり取り扱うこととする。 

 

１． 以下に該当する場合は、1大会の参加・出場禁止とする。 

（1） 「居住地を示す現住所」について、本会が定める「日常生活」の判断基準の要件を満たし

ていたものの、住所に関する届出等の必要な手続きが行われていなかった場合。 

（2） 「学校所在地」について、「通学」の実態は有していたものの、当該者の在籍する学校が国

スポ参加資格上の要件を満たしていなかった場合。（例：通信制課程に学んでいる者が「学

校所在地」を選択していた等） 

（3） その他、手続きの不備や規定の誤認に基づくもので、当該者の過失が軽微であったと認め

られる場合。 

 

２． 上記１に該当しない場合は、2大会の参加・出場禁止とする。 

 

３． その他 

（1） 各競技団体の定める規定に抵触したことで国スポの参加資格を満たすことができなくなっ

た場合は、当該競技団体の処分内容に準じ、参加・出場禁止期間を決定する。 

（2） 「1大会の参加・出場禁止」となる場合であっても、所属都道府県を移動するにあたっては

「例外適用※」を受ける場合を除き 2大会の間を置かなければならない。 

※ 「例外適用」の対象者 

① 新卒業者 

② 結婚又は離婚に係る者 

③ ふるさと選手制度を活用する者（成年種別年齢域の選手のみ） 

④ 一家転住に係る者（少年種別年齢域の選手のみ） 

⑤ JOCエリートアカデミーに在籍する者（少年種別年齢域の選手のみ） 

（3） 本取り扱いの改定については、国民スポーツ大会委員会にて行う。 

 

附記 

1. 本取り扱いは、平成 24年 3月 22日より施行する 

2. 本取り扱いは、平成 28年 6月 17日一部改定し、同日から施行する。 

3．本取り扱いは、平成 30年 4月 1日一部改定し、同日から施行する。 

4．本取り扱いは、令和 2年 3月 12日一部改定し、同日から施行する。 

5．本取り扱いは、令和 6年 1月 1日一部改定し、同日から施行する。 
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国民スポーツ大会における違反に対する処分に関する規程 第 2章 参加資格違反に関わる処分内容一覧 

 

項  目 競技会開始前 競技会期間中 競技会終了後 

故 意 

又は 

重大な過失 

当該者 

➢ 当該大会への出場を直ちに中止させる。 

➢ 当該者の成績をすべて抹消する。 

➢ 国スポへの次回大会以降に開催される 3大会以上の参加禁止処分とし、処分内容につい

ては国民スポーツ大会委員会で審議の上、決定する。 

➢ 国スポへの次回大会以降に開催される 3 大会以上の参加

禁止処分とし、処分内容については国民スポーツ大会委

員会で審議の上、決定する。 

➢ 当該大会における当該者の成績は抹消した上で、改めて

全都道府県の全成績を見直すものとする。[個人競技] 

所属チーム（団体競技の場合）

並びに、所属都道府県体育・

スポーツ協会及び中央競技団

体 

➢ 当該所属チームについても直ちに出場を中止させる。 

➢ 当該競技者所属チームの成績をすべて抹消する。 

➢ 当該所属チーム、並びに所属する都道府県体育・スポーツ協会及び当該中央競技団体に

ついては、厳重注意以上の処分とし、処分内容については、国民スポーツ大会委員会で

審議の上、決定する。 

➢ 当該所属チーム、並びに所属する都道府県体育・スポー

ツ協会及び当該中央競技団体については、厳重注意以上

の処分とし、処分内容については、国民スポーツ大会委

員会で審議の上、決定する。 

➢ 当該大会における当該チームの成績は抹消した上で、改

めて全都道府県の全成績を見直すものとする。[団体競技] 

過 失 

全般 処分内容については、当該者及び当該所属チーム、並びに所属する都道府県体育・スポーツ協会及び当該中央競技団体に対して注意以上の処分とし、国民

スポーツ大会委員会で審議の上、決定する。 

個人競技 

➢ 当該大会を含む 2大会以内の参加・出場

を認めない。 

➢ 次順位の競技者の参加・出場が可能であ

る場合は、当該ブロック内における次順

位の競技者が参加・出場できることとす

る。 

➢ 当該大会への出場を直ちに中止させ、成

績を抹消する。 

➢ 当該者については、違反が判明した大会以降に開催され

る 2大会以内の、国体への参加は認めない。 

➢ 成績は訂正しないものとする。 

団体競技 

➢ 当該者の当該大会を含む 2 大会以内の

参加・出場を認めない。 

➢ 当該所属チームについては、当該競技規

則の定める範囲内において、競技会に出

場できるものとする。 

➢ 当該者の所属チームが当該競技規則を

満たすことができず、出場できない際に

は、当該ブロック内における次順位のチ

ームの参加・出場が可能である場合は、

当該ブロック内における次順位のチー

ムが参加・出場できることとする。 

➢ 当該者の当該大会への参加を直ちに中

止させる。 

➢ 当該所属チームについては、当該競技規

則の定める範囲内において継続して競

技することができる。 

➢ 成績も認めるものとする。 

 

参 考 

9
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第８０回国民スポーツ大会（青森県）大会実施要項の変更について 

1 

 

【大会日程と会場一覧表】 

 

 

 

 

【各競技実施要項（正式競技）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

【正式競技（本会期）】 

〇 サッカー競技 競技会場 

  成年女子 五戸町 五戸町ひばり野公園陸上競技場 

  少年女子 五戸町 五戸町ひばり野公園陸上競技場 

 

【正式競技（会期前Ⅰ）】 

〇 ライフル射撃競技 競技日程（５０m） 

  競技日数３ ９月１０日（木） ～ ９月１２日（土） 

 

【公開競技】 

〇 パワーリフティング競技 競技日程 

  ９月２６日（土） ～ ９月２８日（月） 

 

 

【正式競技（本会期）】 

〇 サッカー競技 競技会場 

  成年女子 五戸町 （削除）ひばり野公園陸上競技場 

  少年女子 五戸町 （削除）ひばり野公園陸上競技場 

 

【正式競技（会期前Ⅰ）】 

〇 ライフル射撃競技 競技日程（５０m） 

  競技日数４ ９月１０日（木） ～ ９月１３日（日） 

 

【公開競技】 

〇 パワーリフティング競技 競技日程 

  ９月２６日（土） ～ ９月２７日（日） 

 

競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔１〕 

陸上競技 

10 その他 

⑴  資格審査・プログラム編成会議 

期 日  2026年８月28日（金）～９月６日（日）

会 場  カクヒログループアスレチックスタジアム 記者会見室 

（新青森県総合運動公園陸上競技場） 

〒039-3505 青森県青森市大字宮田字高瀬22番地２ 

⑵ 監督会議 

日 時  2026年10月14日（水） 午後２時 

会 場  カクヒログループアスレチックスタジアム 選手招集所 

（新青森県総合運動公園陸上競技場） 

〒039-3505 青森県青森市大字宮田字高瀬22番地２ 

 

10 その他 

⑴  資格審査・プログラム編成会議 

期 日  2026年８月28日（金）～９月６日（日）

会 場  カクヒログループアスレチックスタジアム 会議室２ 

（新青森県総合運動公園陸上競技場） 

〒039-3505 青森県青森市大字宮田字高瀬22番地２ 

⑵ 監督会議 

日 時  2026年10月14日（水） 午後２時 

会 場  カクヒログループアスレチックスタジアム トレーニングルーム２ 

（新青森県総合運動公園陸上競技場） 

〒039-3505 青森県青森市大字宮田字高瀬22番地２ 
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第８０回国民スポーツ大会（青森県）大会実施要項の変更について 

2 

 

競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔２〕 

水泳競技 

１ 期  日   2026 年９月３日（木）から９月 13 日（日）まで（11 日間） 

〇 水球日程 

種 別 ９月５日(土) ９月６日(日) ９月７日(月) ９月８日(火) 

少 年 男 子 
予選リーグ 

（６試合） 

予選リーグ 

（６試合） 

準決勝 

（２試合） 

３位決定戦・決勝 

（２試合） 

女 子 
予選リーグ 

（５試合） 

予選リーグ 

（５試合） 

予選リーグ 

（10試合） 

３位決定戦・決勝 

（２試合） 

 

３ 種別（種目）及び参加人員 

〇 飛 込 

⑴ 各都道府県は、監督１名、選手４名、計５名以内で編成。種別、種目及び参加数は下表のと

おりとする。 

種 別 種 目 内 容 種目数 
監 

督 

選 

手 

参加都 

道府県 

計 

(人) 

成年男子 
飛板飛込 自由選択飛６演技(各群より) 

２ 

８ １ ４ 47 98 

高 飛 込 自由選択飛６演技(各群より) 

成年女子 
飛板飛込 自由選択飛５演技(各群より) 

２ 
高 飛 込 自由選択飛５演技(異群より) 

少年男子 
飛板飛込 自由選択飛５演技(各群より) 

２ 
高 飛 込 自由選択飛５演技(異群より) 

少年女子 
飛板飛込 自由選択飛４演技(異群より) 

２ 
高 飛 込 自由選択飛４演技(異群より) 

 

〇 水 球 

種 別 監 督 選 手 参加都道府県 計（人） 

少 年 男 子 １ 11 12 
264 

女 子 １ 11 10 

（追加） 

 

４ 競技上の規程及び方法 

〇 水 球 

⑸ エントリーできるのは 11 名までとする。第２の GK は No.11 とする。No.11 は試合中にフィ

ールダー用と GK 用の帽子を変更して試合参加することができる。GK No.１と No.11 がプレイ

できない状態となった場合には、第３の GK は No.11 の帽子を使用する。その他交代に関する

規定は 13 人制ルールに準ずる。 

 

 

 

 

１ 期  日   2026 年９月３日（木）から９月 13 日（日）まで（11 日間） 

〇 水球日程 

種 別 ９月５日(土) ９月６日(日) ９月７日(月) ９月８日(火) 

少 年 男 子 
予選リーグ 

（６試合） 

予選リーグ 

（６試合） 

準決勝 

（２試合） 

３位決定戦・決勝 

（２試合） 

女 子 
予選リーグ 

（６試合） 

予選リーグ 

（６試合） 

予選リーグ 

（８試合） 

３位決定戦・決勝 

（２試合） 

 

３ 種別（種目）及び参加人員 

〇 飛 込 

⑴ 各都道府県は、監督１名、選手４名、計５名以内で編成。種別、種目及び参加数は下表のと

おりとする。 

種 別 種 目 内 容 種目数 
監 

督 

選 

手 

参加都 

道府県 

計 

(人) 

成年男子 
飛板飛込 自由選択飛 各群より６演技 

２ 

８ １ ４ 47 98 

高 飛 込 自由選択飛 各群より６演技 

成年女子 
飛板飛込 自由選択飛 各群より５演技 

２ 
高 飛 込 自由選択飛 異群より５演技 

少年男子 
飛板飛込 自由選択飛 各群より５演技 

２ 
高 飛 込 自由選択飛 異群より５演技 

少年女子 
飛板飛込 自由選択飛 異群より４演技 

２ 
高 飛 込 自由選択飛 異群より４演技 

 

〇 水 球 

種 別 監 督 選 手 参加都道府県 計（人） 

少 年 男 子 １ 11 12 
264 

女 子 １ 11 10 

⑴ 選手は監督を兼任することができない。 

 

４ 競技上の規程及び方法 

〇 水 球 

⑸ エントリーできるのは 11 名までとする。第２の GK は No.11 とする。No.11 は試合中にフィ

ールダー用と GK 用の帽子を変更して試合参加することができる。GK No.１と No.11 がプレイ

できない状態となった場合には、第３の GK は No.11 の帽子を使用する。その他交代に関する

規定は（公財）日本水泳連盟水球競技規則に準ずる。 
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第８０回国民スポーツ大会（青森県）大会実施要項の変更について 

3 

競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〇 アーティスティックスイミング 

公益財団法人日本水泳連盟アーティスティックスイミング競技規則による。ただし、World 

Aquatics ルールに則り変更となる場合がある。 

コーチカード及び音楽情報シートの提出締切は８月 26 日（水）。提出方法については別途指

定する。 

 

５ 予選方法 

〇 水 球 

⑴ 各都道府県は、都道府県大会を実施し、ブロック大会に出場するチームを決定する。 

⑵ ブロック大会区分及び代表チーム数は、下表のとおりとする。 

ブロック名 少年男子 女 子 ブロック名 少年男子 女 子 

北 

東 

海 

 

道 

北 
１ １ 

近  畿 １ １ 

中  国 １ １ 

関  東 ２ ２ 四  国 １ １ 

北 信 越 ２ 1 九  州 １ １ 

東  海 ２ １ 開 催 都 道 府 県 １ １ 

 

６ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 参加申込方法 

⑷ 注意 

イ 競泳は、2026 年８月３日（月）正午までに各都道府県水泳連盟（協会）より公益財団法人

日本水泳連盟へ監督及び選手を予備エントリーすること。 

予備エントリーの総数が参加人員の定員を超えた場合、公益財団法人日本水泳連盟は 2026

年８月５日（水）までに調整を行い、その結果を各都道府県水泳連盟（協会）に連絡する。 

エ 飛込は、2026 年８月３日（月）正午までに各都道府県水泳連盟（協会）より公益財団法

人日本水泳連盟へ候補選手を予備エントリーすること。 

公益財団法人日本水泳連盟は 2026 年８月６日（木）までに出場人数を決定し、その結果を

各都道府県水泳連盟（協会）に通知する。 

 

〇 アーティスティックスイミング 

公益財団法人日本水泳連盟アーティスティックスイミング競技規則による。ただし、World 

Aquatics ルールに則り変更となる場合がある。 

コーチカード及び音楽情報シートの提出締切は８月 29 日（土）。提出方法については別途指

定する。 

 

５ 予選方法 

〇 水 球 

⑴ 各都道府県は、都道府県大会を実施し、ブロック大会に出場するチームを決定する。 

⑵ ブロック大会区分及び代表チーム数は、下表のとおりとする。 

ブロック名 少年男子 女 子 ブロック名 少年男子 女 子 

北 

東 

海 

 

道 

北 
１ １ 

近  畿 １ １ 

中  国 ２ １ 

関  東 ２ ２ 四  国 １ １ 

北 信 越 ２ 1 九  州 １ １ 

東  海 １ １ 開 催 都 道 府 県 １ １ 

 

６ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

⑹ 飛込は、各都道府県水泳連盟（協会）が次の 2026 年度競技会において、公益財団法人日本

水泳連盟の定める標準点を突破した者は、各都道府県水泳連盟（協会）において代表候補選手

として選考し、公益財団法人日本水泳連盟に予備エントリーをすることができる。なお、開催

県は前記３の人数枠（４名）内で標準点突破者分は、出場枠を与える。また、予備エントリー

をした都道府県に１名分は、出場枠を与える。 

なお、総則５別記４に定める「トップアスリートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置」

の対象となる選手については、次の 2026 年度競技会を経ずに、公益財団法人日本水泳連盟に

予備エントリーをすることができる。 

ア 成年種別対象競技会 

関東・関西選手権 

イ 少年種別対象競技会 

①地域高等学校選手権  ②全国 JOC ジュニアオリンピックカップ地域別予選会 

 

９ 参加申込方法 

⑷ 注意 

イ 競泳は、2026 年８月３日（月）正午までに各都道府県水泳連盟（協会）より公益財団法人

日本水泳連盟へ監督及び選手を予備エントリーすること。 

予備エントリーの総数が参加人員の定員を超えた場合、公益財団法人日本水泳連盟は 2026

年８月 10 日（月）までに調整を行い、その結果を各都道府県水泳連盟（協会）に連絡する。 

エ 飛込は、2026 年７月 31 日（金）正午までに各都道府県水泳連盟（協会）より公益財団法

人日本水泳連盟へ候補選手を予備エントリーすること。 

公益財団法人日本水泳連盟は 2026 年８月４日（火）までに出場人数を決定し、その結果を

各都道府県水泳連盟（協会）に通知する。 
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競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

ク オープンウォータースイミングは、2026 年７月 30 日（木）正午までに各都道府県水

泳連盟（協会）より公益財団法人日本水泳連盟へ候補選手を予備エントリーすること。 

公益財団法人日本水泳連盟は 2026 年８月１日（土）までに出場人数を決定し、その結果

を各都道府県水泳連盟（協会）に通知する。 

 

 ⑸ 参加申込締切 2026 年８月 13 日（木）後の監督（兼任含）及び選手変更は、一切認めない。 

エ 提 出 先 

 (ｳ) （競泳・水球・アーティスティックスイミング・オープンウォータースイミング） 

 〒038-8505 青森県青森市柳川二丁目１番１号 

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ青森市実行委員会事務局 

 （青森市経済部国スポ・障スポ競技課）  

 TEL 017-761-4458 FAX 017-761-4489 

 E-mail kokuspo-shospokyogi@city.aomori.aomori.jp 

 (ｴ) （飛込） 

 〒981-0122 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘 40 番１号 

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会事務局 

 （青森県国スポ・障スポ局 競技式典課 冬季・県外競技グループ） 

 水泳（飛込）競技会事務所 

 TEL 080-8600-1909 

 E-mail aomori2026tobikomi@outlook.jp 

 

10 その他 

⑵ 組合せ抽選会 

（水 球) 

日 時 2026 年８月 15 日（土） 午前 10 時 

場 所 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE  会議室 

 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４番２号 

 TEL 03-6812-9061 FAX 03-6812-9062 

⑶ 出場順の抽選 

（アーティスティックスイミング） 

日 時 2026 年９月２日（水） 午後３時 

場 所 マエダアリーナ 50ｍプール 大会議室 

 〒039-3505 青森県青森市大字宮田字高瀬 22 番地２ 

 TEL 017-718-0282 FAX 017-718-0285 

⑸ 監督者会議 

（飛 込） 

日 時 2026 年９月９日（水） 午後３時 

場 所 セキスイハイムスーパーアリーナ（宮城県総合運動公園総合体育館） 

 視聴覚室 

 〒981-0122 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘 40 番１号 

 TEL 080-8600-1909 

 

 

ク オープンウォータースイミングは、2026 年８月３日（月）正午までに各都道府県水泳

連盟（協会）より公益財団法人日本水泳連盟へ候補選手を予備エントリーすること。 

公益財団法人日本水泳連盟は 2026 年８月６日（木）までに出場人数を決定し、その結果

を各都道府県水泳連盟（協会）に通知する。 

 

 ⑸ 参加申込締切2026年８月13日（木）後の監督（兼任含む）及び選手変更は、一切認めない。 

エ 提 出 先 

 (ｳ) （競泳・水球・アーティスティックスイミング・オープンウォータースイミング） 

 〒038-8505 青森県青森市柳川二丁目１番１号 

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ青森市実行委員会事務局 

 （青森市経済部国スポ・障スポ競技課）  

 TEL 017-761-4458 FAX 017-761-4489 

 E-mail swim2026@city.aomori.aomori.jp 

 (ｴ) （飛込） 

 〒981-0122 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘 40 番１号 

 青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会事務局 

 （青森県国スポ・障スポ局 競技式典課 冬季・県外競技グループ） 

 水泳（飛込）競技会事務所 

 TEL 080-8600-1909 

 E-mail aomori2026tobikomi@pref.aomori.lg.jp 

 

10 その他 

⑵ 組合せ抽選会 

（水 球) 

日 時 2026 年８月 16 日（日） 午前 10 時 

場 所 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE  会議室 

 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４番２号 

 TEL 03-6812-9061 FAX 03-6812-9062 

⑶ 出場順の抽選 

（アーティスティックスイミング） 

日 時 2026 年９月２日（水） 午後３時 

場 所 マエダアリーナ 50ｍプール アクアラウンジ 

 〒039-3505 青森県青森市大字宮田字高瀬 22 番地２ 

 TEL 017-718-0282 FAX 017-718-0285 

⑸ 監督者会議 

（飛 込） 

日 時 2026 年９月９日（水） 午後３時 

場 所 キューアンドエースタジアムみやぎ（宮城県総合運動公園宮城スタジアム） 

会議室 

〒981-0122 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘 40 番１号 

       TEL 080-8600-1909 
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競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

（アーティスティックスイミング） 

日 時 2026 年９月２日（水） 抽選会終了後 

場 所 マエダアリーナ 50ｍプール 大会議室 

 〒039-3505 青森県青森市大字宮田字高瀬 22 番地２ 

 TEL 017-718-0282 FAX 017-718-0285 

 

（アーティスティックスイミング） 

日 時 2026 年９月２日（水） 抽選会終了後 

場 所 マエダアリーナ 50ｍプール アクアラウンジ 

 〒039-3505 青森県青森市大字宮田字高瀬 22 番地２ 

 TEL 017-718-0282 FAX 017-718-0285 

 

 

 

 

 

競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔４〕 

テニス競技 

11 その他 

⑻ 表彰式 

日 時  2026 年 10 月 14 日（水） 競技終了後（全種別） 

場 所  青森市民ホール 

〒038-0012 青森県青森市柳川一丁目２番 14 号 

TEL 017-722-3770 

 

11 その他 

⑻ 表彰式 

日 時  2026 年 10 月 14 日（水） 競技終了後（全種別） 

場 所  新青森県総合運動公園ひだまり広場 大型テント 

〒039-3505 青森県青森市大字宮田字高瀬 22 番地２ 

TEL 017-737-0610 

 

 

 

 

 

競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔７〕 

バレーボー ル

競技 

１ 期  日 

＜ビーチバレーボール種目＞2026 年９月３日（木）から９月６日（日）まで（４日間） 

種 別 ９月３日（木） ９月４日（金） ９月５日（土） ９月６日（日） 

少 年 男 子 １ 回 戦 ２ 回 戦 

準 々 決 勝 

５・７位決定戦 

準 決 勝 

３・４位決定戦 

決 勝 

少 年 女 子 １ 回 戦 ２ 回 戦 

準 々 決 勝 

５・７位決定戦 

準 決 勝 

３・４位決定戦 

決 勝 

 

６ 選手・監督の参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

 ⑹ バレーボール種目に参加するベンチ入りスタッフは、監督１名、他スタッフ含めて合計 

３名以内とする。 

１ 期  日 

＜ビーチバレーボール種目＞2026 年９月３日（木）から９月６日（日）まで（４日間） 

種 別 ９月３日（木） ９月４日（金） ９月５日（土） ９月６日（日） 

少 年 男 子 １ 回 戦 ２ 回 戦 
準 々 決 勝 

準 決 勝 

５・７位決定戦 

３・４位決定戦 

決 勝 

少 年 女 子 １ 回 戦 ２ 回 戦 
準 々 決 勝 

準 決 勝 

５・７位決定戦 

３・４位決定戦 

決 勝 

 

６ 選手・監督の参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

⑹ バレーボール種目に参加するベンチ入りスタッフは、監督１名、他スタッフ２名以内と

する。 
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競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔８〕 

体操競技 

５ 予選方法 

  本大会に出場する都道府県代表チームを選出するため、下表によってブロック大会を行う。 

ブロック名 都道府県名 

体操競技 新体操 
トラン 

ポリン 

成
年
男
子 

成
年
女
子 

少
年
男
子 

少
年
女
子 

少
年
男
子 

少
年
女
子 

男
子
共
通 

女
子
共
通 

北海道 北海道 １ １ １ １ １ １ １ １ 

東 北 岩手、宮城、秋田、山形、福島 １ １ ３ ３ １ ３ １ １ 

関 東 
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、

東京、神奈川、山梨 
１ １ ４ ４ １ ３ １ １ 

北信越 新潟、富山、石川、福井、長野 １ １ ２ ３ １ ２ １ １ 

東 海 岐阜、静岡、愛知、三重 １ １ ２ ２ １ ２ １ １ 

近 畿 
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、

和歌山 
１ １ ３ ３ １ ４ １ １ 

中 国 鳥取、島根、岡山、広島、山口 １ １ ３ ２ １ ２ １ １ 

四 国 香川、徳島、愛媛、高知 １ １ ２ ２ １ ２ １ １ 

九 州 
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、

宮崎、鹿児島、沖縄 
２ １ ４ ４ １ ３ １ １ 

開催県 青森 １ １ １ １ １ １ １ １ 

計  11 10 25 25 10 23 10 10 

 

11 その他 

⑸ 表彰式 

  イ トランポリン 

    日 時  2026 年９月９日（水）午後４時 05 分  

    場 所  岩木山総合公園 体育館  

          〒036-1343 青森県弘前市百沢字裾野 195 番１号 

          TEL 0172-83-2311 FAX 0172-83-2635 

 

５ 予選方法 

  本大会に出場する都道府県代表チームを選出するため、下表によってブロック大会を行う。 

ブロック名 都道府県名 

体操競技 新体操 
トラン 

ポリン 

成
年
男
子 

成
年
女
子 

少
年
男
子 

少
年
女
子 

少
年
男
子 

少
年
女
子 

男
子
共
通 

女
子
共
通 

北海道 北海道 １ １ １ １ １ １ １ １ 

東 北 岩手、宮城、秋田、山形、福島 １ １ ３ ３ １ ３ １ １ 

関 東 
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、

東京、神奈川、山梨 
１ １ ４ ４ １ ４ １ １ 

北信越 新潟、富山、石川、福井、長野 １ １ ２ ３ １ ２ １ １ 

東 海 岐阜、静岡、愛知、三重 １ １ ２ ２ １ ２ １ １ 

近 畿 
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、

和歌山 
２ １ ３ ３ １ ３ １ １ 

中 国 鳥取、島根、岡山、広島、山口 １ １ ３ ２ １ ２ １ １ 

四 国 香川、徳島、愛媛、高知 １ １ ２ ２ １ ２ １ １ 

九 州 
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、

宮崎、鹿児島、沖縄 
１ １ ４ ４ １ ３ １ １ 

開催県 青森 １ １ １ １ １ １ １ １ 

計  11 10 25 25 10 23 10 10 

 

11 その他 

⑸ 表彰式 

  イ トランポリン 

    日 時  2026 年９月９日（水）午後３時 10 分  

    場 所  岩木山総合公園 体育館  

          〒036-1343 青森県弘前市百沢字裾野 195 番１号 

          TEL 0172-83-2311 FAX 0172-83-2635 
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第８０回国民スポーツ大会（青森県）大会実施要項の変更について 

7 

 

競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔９〕 

バスケット ボ

ール競技 

11 参加申込方法 

 提 出 先 必要書類 

② 

（成年男子） 

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目１番１号 

      青の煌めきあおもり国スポ・障スポ八戸市実行委員会 

事務局（八戸市観光文化スポーツ部 国スポ・障スポ推進室） 

TEL 0178-43-9569 FAX 0178-443-9375 

E-mail basketball2026@city.hachinohe.aomori.jp 

・予選会成績表 

（成年男子） 

（成年女子） 

〒035-8686 青森県むつ市中央一丁目８番１号 

      青の煌めきあおもり国スポ・障スポむつ市実行委員会 

事務局（むつ市市民生活部 国スポ・障スポ推進課） 

TEL 0175-22-1111（内線 2483） FAX 0175-22-5825 

E-mail kokuspo.basketball @city.mutsu.lg.jp 

・予選会成績表 

（成年女子） 

 

12 そ の 他 

⑶ 代表者会議（全種別） 

日 時  2026 年 10 月 13 日（火） 午後 時 

場 所  オンライン方式で行う。 

          配信本部：（追加） 

 

11 参加申込方法 

 提 出 先 必要書類 

② 

（成年男子） 

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目１番１号 

      青の煌めきあおもり国スポ・障スポ八戸市実行委員会 

事務局（八戸市観光文化スポーツ部 国スポ・障スポ推進室） 

TEL 0178-43-9569 FAX 0178-43-9375 

E-mail basketball2026@city.hachinohe.aomori.jp 

・予選会成績表 

（成年男子） 

（成年女子） 

〒035-8686 青森県むつ市中央一丁目８番１号 

      青の煌めきあおもり国スポ・障スポむつ市実行委員会 

事務局（むつ市市民生活部 国スポ・障スポ推進課） 

TEL 0175-22-1111（削除） FAX 0175-22-5825 

E-mail kokuspo.basketball@city.mutsu.lg.jp 

・予選会成績表 

（成年女子） 

 

12 そ の 他 

⑶ 代表者会議（全種別） 

日 時  2026 年 10 月 13 日（火） 午後 時 

場 所  オンライン方式で行う。 

          配信本部：三沢市国際交流教育センター 

 

 

 

 

 

競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔11〕 

セーリング 競

技 

８ 参加申込方法 

イ 提 出 先 

(ｳ) 青の煌めきあおもり国スポ・障スポむつ市実行委員会事務局  

（青森県むつ市市民生活部国スポ・障スポ推進課内） 

〒035-8686 青森県むつ市中央一丁目８番１号 

TEL 0175-22-1111（内線 2484） FAX 0175-22-5825 

E-mail kokuspo.sailing@city.mutsu.lg.jp 

 

８ 参加申込方法 

イ 提 出 先 

(ｳ) 青の煌めきあおもり国スポ・障スポむつ市実行委員会事務局  

（青森県むつ市市民生活部国スポ・障スポ推進課内） 

〒035-8686 青森県むつ市中央一丁目８番１号 

TEL 0175-22-1111（削除） FAX 0175-22-5825 

E-mail kokuspo.sailing@city.mutsu.lg.jp 
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第８０回国民スポーツ大会（青森県）大会実施要項の変更について 

8 

 

競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔12〕 

ウエイトリ フ

ティング競技 

３ 種別（種目）及び参加人員 

⑴ 種別及び参加人員 

種  別 監 督 選 手 参加都道府県 小 計 合 計（人） 

成年男子  ２～４ 47 140 

357 

女  子 １～３ 15～45  45 

少年男子 １～３ 47 125 

成年男子･女子･ 

少年男子共通 
１ 

 
47  47 

 

５ 予選方法 

⑵ ブロック大会 

〇 成年男子 

ブ ロ ッ ク 名 都 道 府 県 名 選 手 数 

北海道 北海道 ２名 ２名 

東 北 岩手、宮城、秋田、山形、福島 １位は２名、２～５位は１名 ６名 

関 東 
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、 

神奈川、山梨 

１～２位は２名、3～5 位は 1

名  
７名 

北信越 新潟、長野、富山、石川、福井 １位は２名、２～３位は１名 ４名 

東 海 静岡、愛知、三重、岐阜 １位は２名、２～３位は１名 ４名 

近 畿 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 １位は２名、２～５位は１名 ６名 

中 国 鳥取、島根、岡山、広島、山口 １位は２名、２～３位は１名 ４名 

四 国 香川、徳島、愛媛、高知 １位は２名、２～３位は１名 ４名 

九 州 
福岡、佐賀、熊本、大分、長崎、宮崎、 

鹿児島、沖縄 

１～２位は２名、３～４位は１

名 
６名 

開催県 青森 ２名 ２名 

計 45 名 
 

３ 種別（種目）及び参加人員 

⑴ 種別及び参加人員 

種  別 監 督 選 手 参加都道府県 小 計 合 計（人）

成年男子  ２～４ 47 139 

357 

女  子 ０～３ 15～45  45 

少年男子 ２～３ 47 126 

成年男子･女子･ 

少年男子共通 
１ 

 
47  47 

 

５ 予選方法 

⑵ ブロック大会 

〇 成年男子 

ブ ロ ッ ク 名 都 道 府 県 名 選 手 数 

北海道 北海道 ２名 ２名 

東 北 岩手、宮城、秋田、山形、福島 １位は２名、２～４位は１名 ５名 

関 東 
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、 

神奈川、山梨 
１～２位は２名、3～5 位は 1 名 ７名 

北信越 新潟、長野、富山、石川、福井 １位は２名、２～３位は１名 ４名 

東 海 静岡、愛知、三重、岐阜 １位は２名、２～３位は１名 ４名 

近 畿 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 １位は２名、２～５位は１名 ６名 

中 国 鳥取、島根、岡山、広島、山口 １位は２名、２～３位は１名 ４名 

四 国 香川、徳島、愛媛、高知 １位は２名、２～３位は１名 ４名 

九 州 
福岡、佐賀、熊本、大分、長崎、宮崎、 

鹿児島、沖縄 

１～２位は２名、３～５位は１

名 
７名 

開催県 青森 ２名 ２名 

計 45 名 
 

 

 

 

 

競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔13〕 

ハンドボー ル

競技 

10 参加上の注意  

⑺ （追加）試合会場のみ松ヤニ・松ヤニスプレーの使用を認める。練習会場での松ヤニ・松ヤ

ニスプレー（松ヤニ等の付いたボールも含む）の使用は禁止する。練習会場には、若干数の練

習球を用意する。  

  

10 参加上の注意  

⑺ 成年種別について、試合会場のみ松ヤニ・松ヤニスプレーの使用を認める。なお、松ヤニ・

松ヤニスプレー・松ヤニクリーナーは、出場チームで用意することとする。少年種別について

は、松ヤニ・松ヤニスプレーの使用を不可とする。 

  練習会場での松ヤニ・松ヤニスプレー（松ヤニ等の付いたボールも含む）の使用は禁止す

る。練習会場には、若干数の練習球を用意する。 
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第８０回国民スポーツ大会（青森県）大会実施要項の変更について 

9 

 

競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔14〕 

自転車競技 

11 その他 

⑴ 番組編成会議 

日 時   2026 年８月 27 日（木）午後１時～午後５時 

場 所   八戸市庁 会議室（※詳細未定） 

         〒031-8686   青森県八戸市内丸一丁目１番１号 

⑵ 監督・選手受付 

日 時   2026 年 10 月６日（火） 正午～午後０時 45 分 

場 所   未定 

 

⑶ 監督会議 

日 時   2026 年 10 月６日（火） 午後１時～午後２時 

場 所   未定 

 

⑷ 競技役員会議 

（トラックレース） 

日 時   2026 年 10 月６日（火） 午後２時 30 分～午後３時 30 分 

場 所   未定 

 

（ロードレース） 

日 時   2026 年 10 月 10 日（土） 午後３時 30 分～午後４時 30 分 

場 所   未定 

 

⑸ 総合表彰式 

日 時   2026 年 10 月 11 日（日） （※詳細未定） 

場 所   未定 

 

 

11 その他 

⑴ 番組編成会議 

日 時   2026 年８月 27 日（木）午後１時～午後５時 

場 所   八戸市庁 別館２階会議室 C 

         〒031-8686  青森県八戸市内丸一丁目１番１号 

⑵ 監督・選手受付 

日 時   2026 年 10 月６日（火） 正午～午後０時 45 分 

場 所   八戸市東体育館 

      〒031-0823 青森県八戸市湊高台八丁目１番１号 

⑶ 監督会議 

日 時   2026 年 10 月６日（火） 午後１時～午後２時 

場 所   八戸市東体育館 

      〒031-0823 青森県八戸市湊高台八丁目１番１号 

⑷ 競技役員会議 

（トラックレース） 

日 時   2026 年 10 月６日（火） 午後２時 30 分～午後３時 30 分 

場 所   八戸市東体育館 

      〒031-0823 青森県八戸市湊高台八丁目１番１号 

（ロードレース） 

日 時   2026 年 10 月 10 日（土） 午後２時 30 分～午後３時 30 分 

場 所   ハートフルプラザ・はしかみ 

      〒039-1201 青森県三戸郡階上町大字道仏字天当平１番地 182 

⑸ 総合表彰式 

日 時   2026 年 10 月 11 日（日） 午後３時 15 分～ 

場 所   階上町登山口特設会場 

      〒039-1203 青森県三戸郡階上町大字鳥屋部字久保１番地 15 

 

 

 

 

 

競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔15〕 

ソフトテニ ス

競技 

４ 競技上の規程及び方法 

⑴ 競技は全て公益財団法人日本ソフトテニス連盟ソフトテニスハンドブックにより行う。 

 

４ 競技上の規程及び方法 

⑴ 競技は全て公益財団法人日本ソフトテニス連盟ソフトテニスルールブックにより行う。 
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第８０回国民スポーツ大会（青森県）大会実施要項の変更について 

10 

 

競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔18〕 

相撲競技 

11 その他 

 ⑴ 組合せ抽選会 

   日 時  2026 年 8 月 17 日(月) 午後 10 時 

   場 所  公益財団法人日本相撲連盟 

        〒169-0073 東京都新宿区百人町一丁目 15 番 20 号 

        TEL 03-3368-2211 FAX 03-3368-0440 

 

11 その他 

 ⑴ 組合せ抽選会 

   日 時  2026 年 8 月 17 日(月) 午前 10 時 

   場 所  公益財団法人日本相撲連盟 

        〒169-0073 東京都新宿区百人町一丁目 15 番 20 号 

        TEL 03-3368-2211 FAX 03-3368-0440 

 

 

 

 

 

競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔22〕 

ソフトボー ル

競技 

11 その他 

⑶  審判・記録員会議 

  （成年女子） 

日 時  2026 年 10 月 16 日（金） 午後３時 

場 所  弘前市民会館 大会議室 （追加） 

         〒036-8551 青森県弘前市大字下白銀町１番地６  

        TEL 0172-32-3374 FAX 0172-32-3881 

 

11 その他 

⑶  審判・記録員会議 

  （成年女子） 

日 時  2026 年 10 月 16 日（金） 午後３時 

場 所  弘前市民会館 大会議室・中会議室 

         〒036-8551 青森県弘前市大字下白銀町１番地６  

        TEL 0172-32-3374 FAX 0172-32-3881 
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第８０回国民スポーツ大会（青森県）大会実施要項の変更について 

11 

 

競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔25〕 

ライフル射 撃

競技 

１ 期  日   2026 年９月 10 日（木）から９月 13 日（日）まで（４日間） 

月  日 種          目 

９月 10 日

（木） 

50ｍライフル男子立射 40 発競技（FR40） 

50ｍライフル女子伏射 60 発競技（R60PR） 

10ｍエア・ライフル女子 60 発競技（AR60W） 

10ｍエア・ライフル少年男子 30 発競技（AR30J） 

ビーム・ライフル少年男子 60 発競技（BR60J） 

９月 11 日

（金） 

50ｍライフル男子伏射 60 発競技（FR60PR） 

10ｍエア・ライフル男子 60 発競技（AR60） 

10ｍエア・ピストル女子 60 発競技（AP60W） 

10ｍエア・ライフル少年女子 30 発競技（AR30WJ） 

ビーム・ライフル少年女子 60 発競技（BR60WJ） 

ビーム・ピストル少年女子 60 発競技（BP60WJ） 

25ｍセンター・ファイア・ピストル男子 60 発競技（CFP60 精密 30

発） 

９月 12 日

（土） 

50ｍライフル女子三姿勢競技（R3×20） 

10ｍエア・ライフル少年男子 60 発競技（AR60J） 

10ｍエア・ピストル男子 60 発競技（AP60） 

ビーム・ピストル少年男子 60 発競技（BP60J） 

ビーム・ライフル少年ミックス競技（BRMixJ） 

25ｍセンター・ファイア・ピストル男子 60 発競技（CFP60 速射 30

発） 

９月 13 日

（日） 

50ｍライフル男子三姿勢競技（FR3×20） 

10ｍエア・ライフルミックス競技（ARMix） 

10ｍエア・ライフル少年女子 60 発競技（AR60WJ） 

25ｍセンター・ファイア・ピストル男子 30 発競技（CFP30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 期  日   2026 年９月 10 日（木）から９月 13 日（日）まで（４日間） 

月  日 種          目 

９月 10 日

（木） 

50ｍライフル男子立射 40 発競技（RSM） 

50ｍライフル女子伏射 60 発競技（RPRW） 

10ｍエア・ライフル女子 60 発競技（ARW） 

10ｍエア・ライフル少年男子 30 発競技（AR30MJ） 

ビーム・ライフル少年男子 60 発競技（BRMJ） 

９月 11 日

（金） 

50ｍライフル男子伏射 60 発競技（RPRM） 

10ｍエア・ライフル男子 60 発競技（ARM） 

10ｍエア・ピストル女子 60 発競技（APW） 

10ｍエア・ライフル少年女子 30 発競技（AR30WJ） 

ビーム・ライフル少年女子 60 発競技（BRWJ） 

ビーム・ピストル少年女子 60 発競技（BPWJ） 

25ｍセンター・ファイア・ピストル男子 60 発競技（CFPM 精密 30 発） 

９月 12 日

（土） 

50ｍライフル女子三姿勢競技（R3PW） 

10ｍエア・ライフル少年男子 60 発競技（ARMJ） 

10ｍエア・ピストル男子 60 発競技（APM） 

ビーム・ピストル少年男子 60 発競技（BPMJ） 

ビーム・ライフル少年ミックス競技（BRMTJ） 

25ｍセンター・ファイア・ピストル男子 60 発競技（CFPM 速射 30 発） 

９月 13 日

（日） 

50ｍライフル男子三姿勢競技（R3PM） 

10ｍエア・ライフルミックス競技（ARMT） 

10ｍエア・ライフル少年女子 60 発競技（ARWJ） 

25ｍセンター・ファイア・ピストル男子 30 発競技（CFP30M） 
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３ 種別（種目）及び参加人員 

種 

   

別 

種       目   （略 称） 

記 

 

 

号 

フの 

ァ有 

イ無 

ナ  

ル  

監 

 

 

督 

選 

 

 

手 

参都 

 道 

府 

加県      

計 

成 

年 

男 

子 

50ｍライフル男子三姿勢競技（FR3×20） 

50ｍライフル男子立射 40 発競技（FR40） 

Ａ 

Ｂ 

有 

無 

１ 

１ 22 

428 

50ｍライフル男子伏射 60 発競技（FR60PR） Ｃ 有 １ 22 

10ｍエア・ライフル男子 60 発競技（AR60） Ｄ 有 １ 24 

10ｍエア・ピストル男子 60 発競技（AP60） Ｅ 有 １ 24 

25ｍセンター・ファイア・ピストル男子 60 発競技

（CFP60） 

25ｍセンター・ファイア・ピストル男子 30 発競技

（CFP30） 

Ｆ 

Ｇ 

有 

無 
１ 47 

成 

年 

女 

子 

50ｍライフル女子三姿勢競技（R3×20） 

50ｍライフル女子伏射 60 発競技（R60PR） 

Ｈ 

Ｉ 

有 

無 
１ 22 

10ｍエア・ライフル女子 60 発競技（AR60W） Ｊ 有 １ 47 

10ｍエア・ピストル女子 60 発競技（AP60W） Ｋ 有 １ 24 

MIX

成

年 

10ｍエア・ライフルミックス競技（ARMix） 
Ｌ 

Ｍ 
有 

(1) 

(1) 

(12) 

(12) 

少 

年 

男 

子 

10ｍエア・ライフル少年男子 60 発競技（AR60J） 

10ｍエア・ライフル少年男子 30 発競技（AR30J） 

Ｎ 

Ｏ 

有 

無 
１ 24 

ビーム・ライフル少年男子 60 発競技（BR60J） Ｐ 有 １ 47 

ビーム・ピストル少年男子 60 発競技（BP60J） Ｑ 有 １ 16 

少 

年 

女 

子 

10ｍエア・ライフル少年女子 60 発競技（AR60WJ） 

10ｍエア・ライフル少年女子 30 発競技（AR30WJ） 

Ｒ 

Ｓ 

有 

無 
１ 24 

ビーム・ライフル少年女子 60 発競技（BR60WJ） Ｔ 有 １ 22 

ビーム・ピストル少年女子 60 発競技（BP60WJ） Ｕ 有 １ 16 

MIX

少

年 

ビーム・ライフル少年ミックス競技（BRMixJ） 
Ｖ

Ｗ 
有 

(1) 

(1) 

(12) 

(12) 

 

 

 

３ 種別（種目）及び参加人員 

種 

   

別 

種       目   （略 称） 

記 

 

 

号 

フの 

ァ有 

イ無 

ナ  

ル  

監 

 

 

督 

選 

 

 

手 

参都 

 道 

府 

加県      

計 

成 

年 

男 

子 

50ｍライフル男子三姿勢競技（R3PM） 

50ｍライフル男子立射 40 発競技（RSM） 

Ａ 

Ｂ 

有 

無 

１ 

１ 22 

428 

50ｍライフル男子伏射 60 発競技（RPRM） Ｃ 有 １ 22 

10ｍエア・ライフル男子 60 発競技（ARM） Ｄ 有 １ 24 

10ｍエア・ピストル男子 60 発競技（APM） Ｅ 有 １ 24 

25ｍセンター・ファイア・ピストル男子 60 発競技

（CFPM） 

25ｍセンター・ファイア・ピストル男子 30 発競技

（CFP30M） 

Ｆ 

Ｇ 

有 

無 
１ 47 

成 

年 

女 

子 

50ｍライフル女子三姿勢競技（R3PW） 

50ｍライフル女子伏射 60 発競技（RPRW） 

Ｈ 

Ｉ 

有 

無 
１ 22 

10ｍエア・ライフル女子 60 発競技（ARW） Ｊ 有 １ 47 

10ｍエア・ピストル女子 60 発競技（APW） Ｋ 有 １ 24 

MIX

成

年 

10ｍエア・ライフルミックス競技（ARMT） 
Ｌ 

Ｍ 
有 

(1) 

(1) 

(12) 

(12) 

少 

年 

男 

子 

10ｍエア・ライフル少年男子 60 発競技（ARMJ） 

10ｍエア・ライフル少年男子 30 発競技（AR30MJ） 

Ｎ 

Ｏ 

有 

無 
１ 24 

ビーム・ライフル少年男子 60 発競技（BRMJ） Ｐ 有 １ 47 

ビーム・ピストル少年男子 60 発競技（BPMJ） Ｑ 有 １ 16 

少 

年 

女 

子 

10ｍエア・ライフル少年女子 60 発競技（ARWJ） 

10ｍエア・ライフル少年女子 30 発競技（AR30WJ） 

Ｒ 

Ｓ 

有 

無 
１ 24 

ビーム・ライフル少年女子 60 発競技（BRWJ） Ｔ 有 １ 22 

ビーム・ピストル少年女子 60 発競技（BPWJ） Ｕ 有 １ 16 

MIX

少

年 

ビーム・ライフル少年ミックス競技（BRMTJ） 
Ｖ

Ｗ 
有 

(1) 

(1) 

(12) 

(12) 
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４ 競技上の規程及び方法 

⑹ 競技方法 

     ファイナルは下記の 16 種目で実施する。  

CFP60 は本戦得点にファイナル得点の加算、ミックス種目は本選３、４位の３位決定戦

と１、２位の優勝決定戦、その他はファイナル得点の勝ち抜き戦方式。 

記  号 種 目 射  撃  方  法 

Ａ FR3×20 
40 発（膝射 15、伏射 15、立射 10）で８－７位決定後、40 発の得

点に１発（50 秒）ごとの得点を加算していく勝ち抜き戦 

Ｃ  FR60PR 
伏射 10 発の得点に２発（１発 30 秒×２）ごとの得点を加算して

いく勝ち抜き戦 

Ｄ  AR60 
立射 10 発の得点に２発（１発 50 秒×２）ごとの得点を加算して

いく勝ち抜き戦 

Ｅ  AP60 Ｄの AR60 に同じ 

Ｆ  CFP60  本選得点とファイナル速射 20 発の得点合計 

Ｈ  R3×20  Ａの FR3×20 に同じ 

Ｊ  AR60W  Ｄの AR60 に同じ 

Ｋ  AP60W Ｄの AR60 に同じ 

Ｌ/Ｍ  ARMix 
本選の１位と２位が金メダルマッチ、３位と４位が銅メダルマッ

チ 

Ｎ  AR60J Ｄの AR60 に同じ 

Ｐ  BR60J Ｄの AR60 に同じ 

Ｑ  BP60J Ｄの AR60 に同じ 

Ｒ  AR60WJ Ｄの AR60 に同じ 

Ｔ  BR60WJ Ｄの AR60 に同じ 

Ｕ  BP60WJ Ｄの AR60 に同じ 

Ｖ/Ｗ  BRMixJ Ｌ/Ｍの ARMix に同じ 

 

   AR30J、AR30WJ は、以下の２ステージ制で行う。 

記  号 種 目 射  撃  方  法 

Ｏ  AR30J 

ステージ１、立射 30 発の得点で上位８人を決定。 

ステージ２、立射 10 発の得点に２発（１発 50 秒×２）ごとの得

点を加算していく勝ち抜き戦 

Ｓ  AR30WJ Ｏの AR30J に同じ 

４ 競技上の規程及び方法 

⑹ 競技方法 

     ファイナルは下記の 16 種目で実施する。  

CFPM は本選得点にファイナル得点の加算、ミックス種目は本選上位４チーム、その他は

本選上位８位までのファイナル得点の勝ち抜き戦方式。 

記  号 種 目 射  撃  方  法 

Ａ R3PM 
30 発（膝射 10、伏射 10、立射 10）で８－７位決定後、30 発の得

点に１発（50 秒）ごとの得点を加算していく勝ち抜き戦 

Ｃ  RPRM 
伏射 10 発の得点に２発（１発 30 秒×２）ごとの得点を加算してい

く勝ち抜き戦 

Ｄ  ARM 
立射 10 発の得点に２発（１発 50 秒×２）ごとの得点を加算して

いく勝ち抜き戦 

Ｅ  APM Ｄの ARM に同じ 

Ｆ  CFPM  本選得点とファイナル速射 20 発の得点合計 

Ｈ  R3PW  Ａの R3PM に同じ 

Ｊ  ARW  Ｄの ARM に同じ 

Ｋ  APW Ｄの ARM に同じ 

Ｌ/Ｍ  ARMT 

18 発（５発 250 秒×３、１発 50 秒×３回）で４位決定後、18 発

の得点に３発（１発 50 秒×３回）ごとの得点を加算していく勝ち

抜き戦 

Ｎ  ARMJ Ｄの ARM に同じ 

Ｐ  BRMJ Ｄの ARM に同じ 

Ｑ  BPMJ Ｄの ARM に同じ 

Ｒ  ARWJ Ｄの ARM に同じ 

Ｔ  BRWJ Ｄの ARM に同じ 

Ｕ  BPWJ Ｄの ARM に同じ 

Ｖ/Ｗ  BRMTJ Ｌ/Ｍの ARMT に同じ 

 

   AR30MJ、AR30WJ は、以下の２ステージ制で行う。 

記  号 種 目 射  撃  方  法 

Ｏ  AR30MJ 

ステージ１、立射 30 発の得点で上位８人を決定。 

ステージ２、立射 10 発の得点に２発（１発 50 秒×２）ごとの得

点を加算していく勝ち抜き戦 

Ｓ  AR30WJ Ｏの AR30MJ に同じ 
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５ 予選方法 

予選申込みにより、参加都道府県数が３の「種別（種目）及び参加人員」に定められた数を

超過した場合は、次のブロックごとに予選を行い、出場都道府県を決定する。 

ブロック大会区分、予選を実施する種目及び各種目の国スポ参加人員の配分は、次表のと

おりとする。 

ブ
ロ
ッ
ク
名 

都道府県名 

都
道
府
県
数 

成年男子 成年女子 少年男子 少年女子 

Ａ 

Ｂ 
Ｃ Ｄ Ｅ 

H 

Ｉ 
K 

N 

Ｏ 
Q 

R 

Ｓ 
Ｔ Ｕ 

FR 

3✕20 

FR40 

FR 

60PR 
AR60 AP60 

R3✕20 

R60PR 
AP60W 

AR60J 

AR30J 
BP60J 

AR 

60WJ 

AR 

30WJ 

BR 

60WJ 

BP 

60WJ 

北海道 

東  北 

北海道 岩手 

宮城 秋田 

山形 福島 

６ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ２ ３ ３ ３ 

関  東 

茨城 栃木 群馬 

埼玉 千葉 東京 

神奈川 山梨 

８ ５ ３ ３ ４ ３ ３ ３ ２ ４ ３ ２ 

北信越 
新潟 長野 富山 

石川 福井 
５ ２ ３ ２ ２ ３ ２ ２ １ ２ ２ １ 

東  海 
静岡 愛知 三重 

岐阜 
４ ２ １ ２ ２ ２ ２ ２ １ ３ １ １ 

近  畿 

滋賀 京都 大阪 

兵庫 奈良  

和歌山 

６ ３ ３ ３ ２ ２ ３ ３ ３ ２ ２ ２ 

中  国 
鳥取 島根 岡山 

広島 山口 
５ ２ ２ ３ ４ ２ ３ ２ １ ２ ３ ２ 

四  国 
香川 徳島 愛媛 

高知 
４ １ １ ３ ２ ２ ３ ３ １ ３ １ ２ 

九  州 

福岡 佐賀 長崎 

熊本 大分 宮崎 

鹿児島 沖縄 

８ ３ ５ ４ ４ ４ ４ ５ ４ ４ ６ ２ 

開催県 青森 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ 

 計 47 22 22 24 24 22 24 24 16 24 22 16 

 

 

 

 

５ 予選方法 

予選申込みにより、参加都道府県数が３の「種別（種目）及び参加人員」に定められた数を

超過した場合は、次のブロックごとに予選を行い、出場都道府県を決定する。 

ブロック大会区分、予選を実施する種目及び各種目の国スポ参加人員の配分は、次表のと

おりとする。 

ブ
ロ
ッ
ク
名 

都道府県名 

都
道
府
県
数 

成年男子 成年女子 少年男子 少年女子 

Ａ 

Ｂ 
Ｃ Ｄ Ｅ 

H 

Ｉ 
K 

N 

Ｏ 
Q 

R 

Ｓ 
Ｔ Ｕ 

R3PM 

RSM 
RPRM ARM APM 

R3PW 

RPRW 
APW 

ARMJ 

AR30M

J 

BPMJ 

ARWJ 

AR 

30WJ 

BRWJ BPWJ 

北海道 

東  北 

北海道 岩手 

宮城 秋田 

山形 福島 

６ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ２ ３ ３ ３ 

関  東 

茨城 栃木 群馬 

埼玉 千葉 東京 

神奈川 山梨 

８ ５ ３ ３ ４ ３ ３ ３ ２ ４ ３ ２ 

北信越 
新潟 長野 富山 

石川 福井 
５ ２ ３ ２ ２ ３ ２ ２ １ ２ ２ １ 

東  海 
静岡 愛知 三重 

岐阜 
４ ２ １ ２ ２ ２ ２ ２ １ ３ １ １ 

近  畿 

滋賀 京都 大阪 

兵庫 奈良  

和歌山 

６ ３ ３ ３ ２ ２ ３ ３ ３ ２ ２ ２ 

中  国 
鳥取 島根 岡山 

広島 山口 
５ ２ ２ ３ ４ ２ ３ ２ １ ２ ３ ２ 

四  国 
香川 徳島 愛媛 

高知 
４ １ １ ３ ２ ２ ３ ３ １ ３ １ ２ 

九  州 

福岡 佐賀 長崎 

熊本 大分 宮崎 

鹿児島 沖縄 

８ ３ ５ ４ ４ ４ ４ ５ ４ ４ ６ ２ 

開催県 青森 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ 

 計 47 22 22 24 24 22 24 24 16 24 22 16 
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⑷  代表者会議 

    ア 50ｍ、10ｍ、BR/BP 種目 

        日  時    2026 年９月８日（火） 午後４時 30 分 

        場  所       弘前文化センター大ホール 

              〒036-8356 青森県弘前市大字（追加） 

下白銀町 19 番地 4 

TEL 0172-33-6571 

 

11  その他 

⑷  代表者会議 

    ア 50ｍ、10ｍ、BR/BP 種目 

        日  時   2026 年９月８日（火） 午後４時 30 分 

        場  所      弘前文化センター大ホール 

〒036-8356 青森県弘前市大字下白銀町 19 番地 4 

TEL 0172-33-6571 

 

競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔28〕 

スポーツク ラ

イミング競技 

10  その他 

⑵ 競技役員全体会議 

日 時  2026 年 10 月 10 日（土） 午後２時 

場 所  盛運輸アリーナ 

   〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田地内 

⑷ 総合成績計算委員会 

日 時  2026 年 10 月 13 日（火） 午後５時 

場 所  盛運輸アリーナ 

   〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田地内 

⑸ 総合表彰式 

日 時  2026 年 10 月 13 日（火） 午後６時 

場 所  盛運輸アリーナ 

   〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田地内 

 

10  その他 

⑵ 競技役員全体会議 

日 時  2026 年 10 月 10 日（土） 午後１時  

場 所  盛運輸アリーナ 

   〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田地内 

⑷ 総合成績計算委員会 

日 時  2026 年 10 月 13 日（火） 午後４時 40 分 

場 所  盛運輸アリーナ 

   〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田地内 

⑸ 総合表彰式 

日 時  2026 年 10 月 13 日（火） 午後５時 30 分 

場 所  盛運輸アリーナ 

   〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田地内 
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競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔31〕 

空手道競技 

５ 予選方法 

⑶ 形競技のブロック大会区分及び代表都道府県数については、下表のとおりとする。 

ブロック名 都 道 府 県 名 

成
年
男
子 

成
年
女
子 

少
年
男
子 

少
年
女
子 

８ブロック 
自由 
選択 

登録会員  
数上位 

自由選択  

北海道 北海道 １ １ １ １   

東 北 岩手、宮城、秋田、山形、福島 ２ ２ ２ ２ １ 未定 

関 東 
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、

神奈川、山梨、 
２ ２ ２ ２ １ 未定 

北信越 新潟、長野、富山、石川、福井 ２ ２ ２ ２ １ 未定 

東 海 静岡、愛知、三重、岐阜 ２ ２ ２ ２ １ 未定 

近 畿 
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌

山 
２ ２ ２ ２ １ 未定 

中 国 鳥取、島根、岡山、広島、山口 ２ ２ ２ ２ １ 未定 

四 国 香川、徳島、愛媛、高知 ２ ２ ２ ２ １ 未定 

九 州 
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、

鹿児島、沖縄 
２ ２ ２ ２ １ 未定 

開催県 青森 １ １ １ １   

計 18 18 18 18 ８ ５ 
 

５ 予選方法 

⑶ 形競技のブロック大会区分及び代表都道府県数については、下表のとおりとする。 

ブロック名 都 道 府 県 名 

成
年
男
子 

成
年
女
子 

少
年
男
子 

少
年
女
子 

８ブロック 
自由 
選択 

登録会員 
数上位 

自由選択 

北海道 北海道 １ １ １ １   

東 北 岩手、宮城、秋田、山形、福島 ２ ２ ２ ２ １  

関 東 
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、

神奈川、山梨、 
２ ２ ２ ２ １ １ 

北信越 新潟、長野、富山、石川、福井 ２ ２ ２ ２ １ １ 

東 海 静岡、愛知、三重、岐阜 ２ ２ ２ ２ １ １ 

近 畿 
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌

山 
２ ２ ２ ２ １ １ 

中 国 鳥取、島根、岡山、広島、山口 ２ ２ ２ ２ １  

四 国 香川、徳島、愛媛、高知 ２ ２ ２ ２ １  

九 州 
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、

鹿児島、沖縄 
２ ２ ２ ２ １ １ 

開催県 青森 １ １ １ １   

計 18 18 18 18 ８ ５ 
 

 

 

 

 

競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔32〕 

銃剣道競技 

10 その他 

⑶ 監督会議 

日 時  2026年10月10日（土）午後５時 

場 所  三沢市国際交流教育センター 研修室１・２ 

〒033-0022 青森県三沢市大字三沢字園沢230番地１号 

TEL 0176-51-1255 FAX 0176-51-1211 

 

10 その他 

⑵ 審判会議 

日 時  2026 年10月10日（土）午後４時30分 

場 所  三沢市国際交流教育センター 研修室３ 

〒033-0022 青森県三沢市大字三沢字園沢230番地１号 

TEL 0176-51-1255 FAX 0176-51-1211 
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競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔33〕 

クレー射撃競技 

６ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

⑸ 監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認クレー

射撃コーチ１の資格を有する者であること。 

※ 参加申込み締切後の選手・監督交代（変更）は、疾病、傷害等の特別な場合のみ認める

ものとし、原則として監督会議開始前までとするが、やむを得ない事情により監督会議

後に参加申込みをした監督が不在となる場合は、監督のみ交代（変更）を認める場合が

ある。 

ただし、交代（変更）する監督は、2026(令和８)年４月１日時点で公認スポーツ指導

者資格が『有効』であり、かつ有効期限が 2027(令和８)年３月 31 日以降であること。 

 

６ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

⑸ 監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認クレー

射撃コーチ１の資格を有する者であること。 

※ 参加申込み締切後の選手・監督交代（変更）は、疾病、傷害等の特別な場合のみ認める

ものとし、原則として監督会議開始前までとするが、やむを得ない事情により監督会議

後に参加申込みをした監督が不在となる場合は、監督のみ交代（変更）を認める場合が

ある。 

ただし、交代（変更）する監督は、2026(令和８)年４月１日時点で公認スポーツ指導

者資格が『有効』であり、かつ有効期限が 2027(令和９)年３月 31 日以降であること。 

 

 

 

 

 

競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔37〕 

トライアスロン

競技 

11 その他 

⑵ 競技者受付 

    日  時  2026 年９月 12 日（土） 午後１時～２時 45 分 

    場  所  青森港国際クルーズターミナル 

〒030-0802 青森県青森市本町三丁目 107 の一部 

 

11 その他 

⑵ 競技者受付 

    日  時  2026 年９月 12 日（土） 午後１時～２時 30 分 

    場  所  青森港国際クルーズターミナル 

〒030-0802 青森県青森市本町三丁目 107 の一部 
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【特別競技】                                                  ※ 特別競技については、第７９回国民スポーツ大会高等学校野球競技実施要項からの変更 

競 技 名 第７９回国民スポーツ大会実施要項 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔１〕 

高等学校野 球

競技 

１ 期  日   (1) 硬 式 2025 年９月 29 日（月）から 10 月２日（木）まで（４日間） 

         (2) 軟 式 2025 年９月 29 日（月）から 10 月２日（木）まで（４日間） 

種 目 ９月 29 日

（月） 

９月 30 日

（火） 

10 月１日

（水） 

10 月２日

（木） 

硬 式 １ 回 戦 準 決 勝 休 養 日 決   勝 

軟 式 １ 回 戦 準 決 勝 休 養 日 決   勝 

 

５ 参加校の選出 

 (1) 選出方法  

ア 硬 式 

公益財団法人日本高等学校野球連盟が委嘱した選考委員会において、下記事項により

決定することを原則とする。 

(ｱ) 第 107 回全国高等学校野球選手権大会準決勝に出場したチーム・・・・・・４校 

※同一都道府県から２校が準決勝に進出した場合は、選考委員会でうち１校を選出

し、「(ｳ) その他」での選出を１校増とする。 

(ｲ) 開催都道府県代表チーム[(ｱ)に開催県が含まれない場合] ・・・・・・・・１校 

※開催都道府県代表チームが準決勝に進出した場合は、「(ｳ) その他」での選出を１

校増とする。 

(ｳ) その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３校 

(ｳ)は、第 107 回全国高等学校野球選手権大会に出場したチームの中から、上記(ｱ)、

(ｲ)のチームの所属地区外から参加校を選出することを原則とし、地区外からの選出が

難しい場合は、同大会３回戦進出以上のチームの中から戦いぶり等をもとに選考委員会

で選出する。 

イ 軟 式 

公益財団法人日本高等学校野球連盟が委嘱した選考委員会において、下記事項により

決定することを原則とする。 

(ｱ) 第 70 回全国高等学校軟式野球選手権大会準決勝に出場したチーム・・・・・４校 

(ｲ) 開催都道府県代表チーム[(ｱ)に開催県が含まれない場合] ・・・・・・・・１校 

※開催都道府県代表チームが準決勝に進出した場合は、「(ｳ) その他」での選出を１

校増とする。 

(ｳ) その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３校 

(ｳ)は、第 70 回全国高等学校軟式野球選手権大会に出場したチームの中から、上記

(ｱ)、(ｲ)のチームの所属地区外から参加校を選出することを原則とし、地区外からの選

出が難しい場合は、同大会１回戦の戦いぶり等をもとに選考委員会で選出する。 

(2) 参加校の決定時期 

ア 硬 式 第 107 回全国高等学校野球選手権大会中に選考委員会を開いて決定する。 

イ 軟 式 第 70 回全国高等学校軟式野球選手権大会中に選考委員会を開いて決定す

る。 

 

 

１ 期  日   ⑴ 硬 式 2026 年 10 月３日（土）から 10 月６日（火）まで（４日間） 

⑵ 軟 式 2026 年 10 月２日（金）から 10 月５日（月）まで（４日間） 

 

５ 参加校の選出 

⑴ 選出方法  

ア 硬 式 

公益財団法人日本高等学校野球連盟が委嘱した選考委員会において、下記事項により

決定することを原則とする。 

(ｱ) 第 108 回全国高等学校野球選手権大会準決勝に出場したチーム・・・・４校 

※同一都道府県から２校が準決勝に進出した場合は、選考委員会でうち１校を選出

し、「(ｳ) その他」での選出を１校増とする。 

   (ｲ) 開催県代表チーム[(ｱ)に開催県が含まれない場合] ・・・・・・・・・１校 

※開催都道府県代表チームが準決勝に進出した場合は、「(ｳ) その他」での選出を

１校増とする。 

   (ｳ) その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３校 

(ｳ)は、第 108 回全国高等学校野球選手権大会に出場したチームの中から、上記(ｱ) 

のチームの所属地区外（開催県代表チームの所属地区含む）から代表チームを選出す

ることを原則とし、地区外からの選出が難しい場合は、同大会３回戦進出以上のチー

ムの中から戦いぶり等をもとに選考委員会で選出する。 

イ 軟 式 

公益財団法人日本高等学校野球連盟が委嘱した選考委員会において、下記事項により

決定することを原則とする。 

(ｱ) 第 71 回全国高等学校軟式野球選手権大会準決勝に出場したチーム ・・・・４校 

(ｲ) 開催県代表チーム[(ｱ)に開催県が含まれない場合] ・・・・・・・・・・・１校 

※開催都道府県代表チームが準決勝に進出した場合は、「(ｳ) その他」での選出を

１校増とする。 

(ｳ) その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３校 

(ｳ)は、第 71 回全国高等学校軟式野球選手権大会に出場したチームの中から、上記

(ｱ)のチームの所属地区外（開催県代表チームの所属地区含む）から代表チームを選出

することを原則とし、地区外からの選出が難しい場合は、同大会１回戦の戦いぶり等を

もとに選考委員会で選出する。 

⑵ 参加校の決定時期 

ア 硬 式 第 108 回全国高等学校野球選手権大会中に選考委員会を開いて決定する。 

イ 軟 式 第 71 回全国高等学校軟式野球選手権大会中に選考委員会を開いて決定する。 

 

 

 

種目 10 月２日 

（金） 

10 月３日 

（土） 

10 月４日 

（日） 

10 月５日 

（月） 

10 月６日

（火） 

硬式  １回戦 準決勝 休養日 決勝 

軟式 １回戦 休養日 準決勝 決勝  
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競 技 名 第７９回国民スポーツ大会実施要項 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

６ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

  総則５及び公益財団法人日本高等学校野球連盟で定めた令和７年度大会参加者資格規程（高

等学校野球部員のプロ野球団との関係についての規定及び国民スポーツ大会参加者資格規定

を含む）による。 

  ただし、令和７年度大会参加者資格規程第５条第２項又は第７項で認められた年齢超過選

手は、総則５-(3)の選手の年齢基準の制限にかかわらず、特例として出場することができる。 

 

９ 参加上の注意 

(1) 参加校は、代表者会議当日までに必ず所定の宿舎に到着し、第 79 回国民スポーツ大会

高等学校野球競技本部〔８の(3)イ(ｲ)の実行委員会事務局〕に連絡すること。 

 

６ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

総則５及び公益財団法人日本高等学校野球連盟で定めた 2026 年度大会参加者資格規定（高

等学校野球選手、部員のプロ野球団との関係についての規定及び国民スポーツ大会参加者資

格規定を含む）による。 

ただし、2026 年度大会参加者資格規定第５条第２項又は第７項で認められた年齢超過選手

は、総則５-⑶の選手の年齢基準の制限にかかわらず、特例として出場することができる。 

 

９ 参加上の注意 

⑴ 参加チームは、代表者会議当日までに必ず所定の宿舎に到着し、第 80 回国民スポーツ

大会高等学校野球競技本部〔８の⑶イ(ｲ)の実行委員会事務局〕に連絡すること。 

 

 

 

 

 

【公開競技】 

競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔１〕 

綱引競技 

６ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

⑹ 各種別のチームには、公益財団法人日本スポーツ協会公認綱引コーチ１資格保有者が、

必ず１名在籍していること。ただし、少年の部はブロック内コーチ１保有者（会場内帯同）

又は教員も認める。 

 

８ 参加申込方法 

  総則８に定めるもののほか、次による。 

 

６ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

⑹ 各種別のチームには、公益財団法人日本スポーツ協会公認綱引コーチ１資格保有者が、

必ず１名在籍していること。ただし、少年の部はブロック内コーチ１保有者（会場内帯同）

も認める。2025・2026 年度コーチ１受講者及び学校単位での教諭の帯同も認める。 

 

８ 参加申込方法 

  （削除） 

 

 

 

 

競 技 名 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〔４〕 

パワーリフティ

ング競技 

１ 期  日   2026年９月26日（土）から９月27日（月）まで（２日間） 

種  別 ９月26日（土） ９月27日（日） 

成年男子 59kg～66㎏級決勝 74kg～120㎏超級決勝 

成年女子 全階級 決勝  

 

 

１ 期  日   2026年９月26日（土）から９月27日（日）まで（２日間） 

種  別 ９月26日（土） ９月27日（日） 

成年男子 59kg～83㎏級決勝 93kg～120㎏超級決勝 

成年女子 全階級 決勝  
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【公益財団法人青森県スポーツ協会加盟団体等一覧表】 

第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〇団  体  一般財団法人 青森陸上競技協会 

会  長  工藤 眞裕 

理 事 長  三上 朋子 

事務局長  （追加）志田 章一 

 

〇団  体  青森県ローイング協会 

所 在 地  青森県むつ市海老川町６番 18 号 （追加） 

 

〇団  体  一般財団法人 青森県バスケットボール協会 

事務局長  荒谷 修平 

 

〇団  体  一般社団法人 青森県フェンシング協会 

理 事 長  （追加）鳴海 貢 

 

〇団  体  特定非営利活動法人 青森県ウオーキング協会 

 電話番号  （追加） 

 

〇団  体  一般社団法人青森県レクリエーション協会 

 事務局長  小笠原 仁美 

 

〇団  体  青森県フロアボール連盟 

 事務局長  鹿糠 真人 

 郵便番号  039-1202 

 所 在 地  青森県三戸郡階上町大字赤保内字柳沢 15-81 

 電話番号  090-4886-8571 

 

〇団  体  青森マスターズ陸上競技連盟 

 所 在 地  青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田２-１-22 

 

〇団  体  一般財団法人 青森陸上競技協会 

会  長  山本 知也 

理 事 長  栁田 剛 

 事務局長  （総務部長）志田 章一 

 

〇団  体  青森県ローイング協会 

所 在 地  青森県むつ市海老川町６番 18 号 青森県立田名部高等学校内 

 

〇団  体  一般財団法人 青森県バスケットボール協会 

事務局長  原子 圭一郎 

 

〇団  体  一般社団法人 青森県フェンシング協会 

 理 事 長  （専務理事）鳴海 貢 

 

〇団  体  特定非営利活動法人 青森県ウオーキング協会 

 電話番号  090-4631-5153 

 

〇団  体  一般社団法人青森県レクリエーション協会 

 事務局長  新延 文香 

 

〇団  体  青森県フロアボール連盟 

 事務局長  工藤 真之 

 郵便番号  039-1212 

 所 在 地  青森県三戸郡階上町蒼前西 6 丁目 9-2119 コーポ 2119 201 号 

 電話番号  080-6004-5542 

 

〇団  体  青森マスターズ陸上競技連盟 

 所 在 地  青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田１-11-６ エトワール西豊田201 
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【第８０回国民スポーツ大会 会場地市町村実行委員会等事務局一覧表】 

第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和７年１２月１１日現在） 第８０回国民スポーツ大会実施要項（令和８年３月３日） 

〇団  体  青の煌めきあおもり国スポ平川市実行委員会 

会  長  長尾 忠行 

 

〇団  体  青の煌めきあおもり国スポ六ヶ所村実行委員会 

 会  長  戸田  衛 

 

〇団  体  青の煌めきあおもり国スポ・障スポおいらせ町実行委員会 

 会  長  成田  隆 

 

〇団  体  鶴田町教育委員会 

 郵便番号  038-3503 

 

〇団  体  大間町教育委員会 教育課 

 事務局長  （係長）小林 宣慶 

 

〇団  体  新郷村教育委員会 総務課 

 事務局長  （係長）横沢 幸治 

 

〇団  体  青の煌めきあおもり国スポ平川市実行委員会 

会  長  工藤 貴弘 

 

〇団  体  青の煌めきあおもり国スポ六ヶ所村実行委員会 

 会  長  橋本 隆春 

 

〇団  体  青の煌めきあおもり国スポ・障スポおいらせ町実行委員会 

 会  長  成田 光寿 

 

〇団  体  鶴田町教育委員会 

 郵便番号  038-3595 

 

〇団  体  大間町教育委員会 教育課 

 事務局長  （課長）菊池 雄三 

 

〇団  体  新郷村教育委員会 総務課 

 事務局長  （課長）横沢 幸治 
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第80回国民スポーツ大会役員懇談会の中止及び
中止に伴う令和８年度国スポ功労者表彰式の取り扱い

【判断理由】
総合開会式からの一連のスケジュール・実施規模・輸送方法等を総合的に判断

【国スポ功労者表彰】
役員懇談会と同時に行われている表彰式は実施せず、受賞者へ通知にて対応

【役員懇談会】
国民スポーツ大会本大会開催時にわが国スポーツ界を代表する関係者を一堂に

会した懇談会を開催し、スポーツ関係者相互の情報交換の場を提供する。

第80回国民スポーツ大会役員懇談会を中止
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第 81回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会(ショートトラック・フィギュア)(山梨県) 

ポスター図案及び規定書体（案）について 
 

１ ポスター図案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜デザイン趣旨＞ 

勇ましく堂々とそびえる富士山を舞台に、頂上で輝く朝日を選手たちが目指す

姿を表現した。武士が夜明け前に出陣し、日の出とともに戦いへ挑んだように、選

手たちが努力を重ね、勝利に向かって力強く進むイメージを重ね合わせている。 

 選手一人ひとりが自らの限界を超え、戦いに挑む武将のような強さと覚悟を持

って大会に臨み、栄光をつかむことを願って構成している。 

 

２ テーマの規定書体（案）について 
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第 81回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会（スピード）（岐阜） 

宿泊料金及び昼食(弁当)料金 

 

 

１ 宿泊料金 

区 分 消費税 
宿泊料金 

備 考 
１泊 2食 素泊まり 

営業施設 

税抜 8,400円～18,000円 5,880円～12,600円 通常のサービ

ス・奉仕料及び

暖房料を含む。 
税込 

(10％) 
9,240円～19,800円 6,468円～13,860円 

※１ 素泊まり料金は、１泊２食料金の 70％相当額とする。 

※２ 入湯税については、外税とし、宿泊料金とは別に支払う。 

※３ 宿泊とは、入宿日の 15 時から出発日の 10 時までの客室の使用をいうものと

し、原則として１泊２食とする。ただし、欠食控除については宿泊要項におい

て定める。 

 

 

 

２ 昼食（弁当）料金 

昼食については原則として自由調達とするが、あっせんを希望する場合は、 

料金を次のとおりとする。 

消費税 昼食（弁当）料金 備 考 

税抜 1,100円以内 
お茶を含む。 

税込(8％) 1,188円以内 
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協議事項４-⑶ 

 

第 81回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会 

宿泊料金及び昼食料金（弁当）について（案） 

 

１ 宿泊料金 

 

区分 消費税 

宿泊料金 

１泊２食 素泊まり 

営業施設 

税抜 10,000円～21,500円 8,000円～20,000円 

税込 11,000円～23,650円 8,800円～22,000円 

 

２ 昼食料金（弁当） 

  

区分 消費税 料金 備考 

昼食 

税抜 1,600円以内 

お茶を含む 

税込 1,728円以内 

※ お弁当は軽減税率（８％）の対象 
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協議事項 4-⑷ 

 

第 81回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会 

中央競技役員数及び同所要経費基準について（案） 
 

 

１ 中央競技役員数 

競 技 区 分 人 数 

アイスホッケー競技会 42 

 

２ 所要経費支給基準 

（１）交通費 

ア 運賃は、各競技役員の居住地最寄駅から、会場地間を原則 

とし、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により算出す 

る。 

イ 急行･特急料金及び航空運賃は「神奈川県職員等の旅費に関 

する条例」の例による。 

（２）宿泊費及び諸費 

区 分 支  給  額 

宿泊費 

（１泊２食） 

第 81回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケ

ー競技会宿泊要項に定める料金 × 宿泊日数

（競技役員業務従事日数＋１日） 

諸費 ２，２００円×（宿泊日数＋１日） 

（注）１ 支給期間は、原則として競技日数に１日を加えた日数を 

上限とする。 

２ 入湯税対象施設に宿泊した場合には、別途入湯税を加算 

する。 

 

35

資料No.4-4 



第81回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 

宿泊料金及び昼食(弁当)料金について（岩手県） 

 

１ 宿泊料金 

［注］「１泊２食」宿泊料金は、500円刻み（税抜き）とする。 

    「素泊まり」料金は、「１泊２食」料金の 70％相当とする。 

定員未満での利用などを希望する場合は、この料金範囲を超えることがある。 

※１ 入湯税については外税とし、宿泊料金とは別に支払う。 

※２ 宿泊とは、入宿日の１５時から出発日の 10時までの客室の使用をいうもの

とし、原則として１泊２食とする。ただし、欠食控除については宿泊要項にお

いて定める。 

 

２ 昼食（弁当）料金 

 

 

 

 

※ 弁当は軽減税率の対象となる。 

区分 
宿泊料金(税抜) 

備考 
１泊２食 素泊まり 

営業施設 7,500円～20,000円 5,250円～14,000円 
通常のサービス・奉仕料 

及び暖房料を含む。 

消費税 昼食（弁当）料金 備 考 

税抜 1,100円以内 
お茶を含む。 

税込（８％） 1,188円以内 
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- 1 - 

令 和 8 年 3 月 3 日 

公益財団法人日本スポーツ協会 

国 民 スポーツ大 会 委 員 会 

 

 

国民スポーツ大会記録情報処理システムの指定について（案） 

 

 

本大会開催県実行委員会における競技成績の発表等大会の記録に係る業務（以下「記録業務」という。）につ

いては、「国民スポーツ大会記録情報処理要項」（別添参考 1、以下「記録処理要項」という。）に基づき取り進め

ることとなっている。 

当委員会は、第 81 回国民スポーツ大会本大会（宮崎県）において開催県実行委員会が記録業務を行う上で

使用するシステム（ハードウェア、ソフトウェア及びその運用・管理等を含む）について、当該業務の安定的かつ

円滑な実施に資するため、記録処理要項第 3 項に基づき業績、性能、安定性、経済性等を総合的に判断し、下

記のとおり「国民スポーツ大会記録情報処理システム」を指定する。 

 

1. 指定対象システム（事業者） 

・一般社団法人共同通信社（以下、共同） 

・株式会社時事通信社／データスタジアム株式会社（連名による申請 以下、時事／データ） 

※ 「国民スポーツ大会記録情報処理システムの指定に係る手続きについて」（別添参考 2）第 1 項（2）

に定める期限（記録業務への参入を予定する大会の前々年 10 月末）までに、2 社から指定を希望

する旨の申請がなされた。 

 

2. 指定対象システムの評価 

当該システムについては、「国民スポーツ大会記録情報処理システムの指定に係る手続きについて」第 1

～3 項により、外部の第三者(当協会システムコンサルタント及び近年の開催各県)による評価に基づき、以

下の（1）～（5）の観点を踏まえて総合的に評価した。 

(1) 当該事業者は、国スポあるいはその他のスポーツ競技大会における競技成績等記録の情報処理

について業績を有し、業務の遂行に充分な能力を有しているか。 

 共同 時事／データ 

（評価） ➢ 当該事業者は、1971 年の第 26 回国民

体育大会より開催県からの委託を受けて

記録業務に携わっており、充分な業績と

能力を有している。 

➢ 近年の開催各県から、「当該事業者のシ

ステム及びノウハウを活用することによ

り、円滑に業務を実施できた」旨の評価を

得ている。 

➢ 当協会システムコンサルタントから、「当

該事業者は東京五輪、インターハイでの

記録業務に関する実績を有しており、国

民スポーツ大会の記録業務を請け負うに

あたっても充分な実績と能力を有してい

ると推定する」旨の評価を得ている。 
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- 2 - 

(2) 当該事業者のシステムが、国民スポーツ大会記録情報処理要項に定める記録等情報の発表、総

合成績の算出を行うにあたり充分な機能を有しているか。 

 共同 時事／データ 

（評価） ➢ 当該事業者のシステムについては、当協

会システムコンサルタント及び近年の開

催各県から、「業務の実施に充分な機能

を有している」旨の評価を得ている。 

 

➢ 東京五輪やインターハイでは記録情報の

発表に関する時間の要求が無いため、参

考値ではあるが、東京五輪では IOC が

記録を公開してから平均 6.3 秒(北京五

輪実績、頭注経過なども含む全データ平

均)、インターハイの場合は時間に制約の

ない競技の場合は高体連、NF が記録を

公開してから 1 時間以内(東京に情報を

集約してから入力)、現地でスタッフが情

報を入力する場合は、高体連、NFが記録

を公開してから 5 分程度で情報を公開で

きているため、当協会システムコンサルタ

ントから、「充分な機能を有していると推

定する」旨の評価を得ている。 

 

(3) 経済性の観点から効率的で適正なシステムの構築並びに運用がなされているか。 

 共同 時事／データ 

（評価） ➢ 当該事業者のシステムは、通信社として

の当該事業者の業務と国スポの記録業務

を可能な限り共通化して実施することに

加え、当協会システムコンサルタントか

ら、「経費面からも効率的なシステムの構

築がなされている」旨の評価を得ている。 

➢ 当協会システムコンサルタントから、「経

費面からも妥当なシステムの構築がなさ

れている」旨の評価を得ている。 

 

 

(4) システムダウン等のトラブルへの対策は充分になされているか。 

 共同 時事／データ 

（評価） ➢ 当協会システムコンサルタントから、「サ

ーバの二重化等一般的なレベルでの対策

がなされており、障害発生の可能性は極

めて少ないと判断できる」旨の評価を得

ている。 

➢ 不正アクセスの遮断、サーバの二重化、

バックアップ機能など一般的なレベルで

の対策がなされており、当協会システムコ

ンサルタントから、「必要な対策システム

は構築できていると推定する」旨の評価

を得ている。 
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(5) その他記録業務を行うにあたり必要な内容を具備しているか。 

 共同 時事／データ 

（評価） ➢ 当協会システムコンサルタント及び近年

の開催各県から、記録業務を実施する上

で支障をきたすと思われるような問題点

についての指摘はなされていない。 

➢ 当協会システムコンサルタントから「基本

的に必要となる内容を具備しているほか

下記の通りの特徴を有しているため、問題

点はないと推定する」旨の評価を得てい

る。 

・記録配信だけでなく、映像 配信なども合

わせた結果配信システムもあり、従来

のシステムよりも機能的に多くのものを

有している。 

・入力、データ構築はデータスタジアム

社、データ処理、出力は時事通信社が

担うことが想定されており、それぞれの

会社の専門とする領域で作業が分かれ

ているため、即時対応性、信頼性につ

いても期待できる内容となっている。 

 

3. その他 

(1) 本件は必要最低限の条件を満たしたシステムを指定するものであり、実際に大会において採用するシス

テムの決定については開催県（宮崎県）が行う。 

(2) 本件については、冬季大会には適用しない。 
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国民スポーツ大会記録情報処理要項 

 

 

１ 目的 

国民スポーツ大会における競技成績等記録の情報処理を適切に行い、円滑に発表するために

国民スポーツ大会開催基準要項第 37項に基づき、本要項を定める。ただし、冬季大会について

は本要項の対象としない。 

 

２ 記録業務 

第 1 項に定める目的を達成するための業務全般を記録業務といい、以下の業務を行うものと

する。 

（1） 記録本部の設置 

開催都道府県実行委員会（以下「開催県実行委員会」という。）は、記録本部を設置する。 

（2） 記録情報の収集 

開催県実行委員会は、中央競技団体等と連携し、競技成績等の記録を迅速に各競技会場よ

り記録本部に収集する。 

（3） 記録情報の発表 

(a) 開催県実行委員会は、記録情報を次の事項毎に分類し、報道関係機関及びインターネ

ット上に発表する。ア（競技結果のみ）、イ、カ（天皇杯・皇后杯得点のみ）、クにつ

いては、携帯電話等でも閲覧可能な形式とする。 

ア 競技日程・競技結果 

イ 都道府県別競技結果 

ウ トーナメント表 

エ 決勝記録一覧 

オ 新（タイ）記録一覧 

カ 総合成績一覧 

・ 天皇杯・皇后杯得点 

・ 競技別総合成績 

・ 競技別種別得点 

・ 季別総合成績 

キ プログラム訂正・連絡物  

ク お知らせ 

ケ 翌日の対戦組み合わせ等 

コ その他開催県が必要とする事項 

(b) 競技結果に関する情報は、原則として競技団体による記録の提供から 30分程度で発

表する。 

（4） 総合成績の算出、帳票作成 

開催県実行委員会は、総合成績の算出を行い、次の帳票を作成する。 

ア 天皇杯・皇后杯総合得点一覧表       【様式例 1】 

イ 男女総合成績（天皇杯得点）一覧表     【様式例 2】 

ウ 女子総合成績（皇后杯得点）一覧表     【様式例 3】 

エ 男女総合成績（天皇杯参加得点）一覧表   【様式例 4】 

オ 女子総合得点（皇后杯参加得点）一覧表   【様式例 5】 
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カ 競技別男女総合成績一覧表         【様式例 6】 

キ 競技別女子総合成績一覧表         【様式例 7】 

ク 種目別得点集計表             【様式例 8】 

（5） 成果物 

(a) 開催県実行委員会は、第 2 項（3）‐（a）に定める記録情報の成果物を、公益財団

法人日本スポーツ協会（以下「日本スポーツ協会」という。）との協議により決めら

れた期間内に日本スポーツ協会へ提出する。 

(b) 開催県実行委員会は、第 2項（4）において作成した帳票を、日本スポーツ協会へ速

やかに提出する。 

（6） 大会終了後の記録の公開 

開催都道府県は、日本スポーツ協会との協議に基づき大会終了後一定期間、競技成績等記

録の情報をインターネット上に引き続き公開する。 

 

３ 国民スポーツ大会記録情報処理システムの指定 

（1） 第 1 項に定める目的を達成するためのハードウェア、ソフトウェア及び運用・管理等を

含め構築されたものを国民スポーツ大会記録情報処理システム（以下「国スポ記録シス

テム」という。）という。 

（2） 日本スポーツ協会は、開催県実行委員会における記録業務が安定的かつ円滑に行われる

よう、外部の第三者に依頼してシステムの評価を行い、その報告を受けて国民スポーツ

大会委員会において業績、性能、安定性、経済性等を総合的に判断し、優秀なシステム

を国スポ記録システムとして指定する。 

（3） 開催県実行委員会は、日本スポーツ協会が指定した国スポ記録システムを用いて記録業

務を行うものとする。 

（4） 国スポ記録システムの指定に関しては、別紙「国民スポーツ大会記録情報処理システム

の指定に係る手続きについて」に基づき行うものとする。 

 

４ その他 

本要項は、必要に応じ国民スポーツ大会委員会にて見直すものとする。 

 

＜附則＞ 

（1） 本要項は、平成 19年 3月 7日に制定、同日より施行する。 

（2） 本要項は、平成 20年 8月 27日に改定、同日より施行する。 

（3） 本要項は、公益財団法人日本体育協会の設立の登記の日（平成 23年 4月 1日）から施

行する。 

（4） 本要項は、平成 30年 4月 1日に改定、同日より施行する。 

（5） 本要項は、令和 4年 6月 7日に改定、同日より施行する。 

（6） 本要項は、令和 6年 1月 1日に改定、同日より施行する。 
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国民スポーツ大会記録情報処理システムの指定に係る手続きについて 

 

国民スポーツ大会記録情報処理要項第 3 項に定める「国民スポーツ大会記録情報処理システ

ムの指定」については、下記に基づき行うものとする。 

 

１．手続きの流れ 

(1) 国民スポーツ大会記録情報処理システム（以下「国スポ記録システム」という。）の指

定にあたり、公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日本スポーツ協会」という。）は、

事業者に対し広く周知を図り、募集を行うものとする。 

(2) 国スポ記録システムの指定を希望する事業者（以下「当該事業者」という。）は、国ス

ポにおける記録業務への参入を予定する大会の前々年 10 月末までに「国スポ記録シス

テム指定希望申請書」（様式 1）並びに「事業計画書」（様式 2）を日本スポーツ協会へ

提出する。 

(3) 当該事業者は申請にあたり、日本スポーツ協会がシステムの評価を行う際に必要な資料

（基本設計書・仕様書等システムの内容について示す資料、システムの使用・運用等記

録業務の実施に要する全ての経費について示す資料等）を併せて提出する。 

(4) 日本スポーツ協会は、外部の第三者によるシステムの評価等を基に、国民スポーツ大会

委員会（以下「国スポ委員会」という。）において業績、性能、安定性、経済性等を総合

的に審査し、優れたシステムを国スポ記録システムとして指定する。なお、国スポ記録

システムの指定は、複数のシステムに対して行うことができるものとする。 

(5) 日本スポーツ協会は審査結果について、当該事業者が参入を予定する大会の前年 4 月末

までに、当該事業者および開催都道府県実行委員会（以下「開催県」という。）に対し

通知する。 

 

２．指定に係る審査の観点 

国スポ委員会では、国スポ記録システムの指定の適否を判断するにあたり、以下の点を踏ま

えて審査を行う。 

(1) 当該事業者は、国スポあるいはその他のスポーツ競技大会における競技成績等記録の情

報処理について業績を有し、業務の遂行に充分な能力を有していること。 

(2) 当該事業者のシステムが、国民スポーツ大会記録情報処理要項に定める記録等情報の発

表、総合成績の算出を行うにあたり充分な機能を有していること。 

(3) 経済性の観点から効率的で適正なシステムの構築並びに運用がなされていること。 

(4) システムダウン等のトラブルへの対策は充分になされていること。 

(5) その他記録業務を行うにあたり必要な内容を具備していること。 

 

３．審査時におけるシステムの評価 

(1) システム本体（ハードウェア及びソフトウェア）に係る評価について 

日本スポーツ協会指定のシステムコンサルタントに依頼し、性能・経費等についての評

価を行う。なお、評価にかかる費用は当該事業者の負担とする。 

 

(2) システムの運用に係る評価について 

当該事業者が国スポでの業績を有する場合、当該事業者に記録業務を委託した開催都道

府県にその評価を依頼する。当該事業者が国スポでの業績を有しない場合は、国スポ以外

のスポーツ競技大会における業績等を勘案し評価を行う。 
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４．システム内容変更時の手続き 

(1) システムの基本設計・仕様・経費等に変更がある場合、当該事業者はその内容について

日本スポーツ協会へ速やかに届出を行うこと。 

(2) （1）の届出により、システムの内容に大きな変更があると国スポ委員会において判断

した場合、当該事業者は第 1 項に定める手続きにより改めて審査を受けるものとする。 

(3) （1）の届出により、軽微な変更で国スポ記録システムとしての指定に問題がないと国

スポ委員会が判断した場合、当該システムについて審査を省略し継続して指定できるも

のとする。 

(4) システムの基本設計・仕様・経費等に変更がない場合の届出は不要とし、審査を省略し

継続して指定できるものとする。 

 

５．業務終了後におけるシステムの評価 

日本スポーツ協会は、大会終了後、使用したシステムの運用面における評価（様式 3）を開催

県に対し依頼する。 

 

６．改善要求、指定の取り消し 

(1) 日本スポーツ協会は、開催県及びシステムコンサルタント等外部の第三者の評価を踏ま

え、必要に応じて当該事業者にシステムの改善等を要求することができる。 

(2) (1)に基づく改善要求に対し、事業者による速やかな対応がなされない場合、国スポ委員

会は指定を取り消すことができる。 

 

 

＜附則＞ 

(1) 本手続き内容については、平成 20 年 10 月 30 日より適用する。 

(2) 本手続き内容は、公益財団法人日本スポーツ協会の設立の登記の日（平成 23 年 4 月 1

日）より施行する。 

(3) 本手続き内容については、平成 27 年 11 月 11 日より適用する。 

(4) 本手続き内容については、平成 30 年 4 月 1 日より適用する。 
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第４回国民スポーツ大会委員会説明資料 

日本のひなた宮崎 国スポ 宿泊要項（案）について 

 

１  青森大会宿泊要項からの変更概要 

（１）宿泊料金 

物価等の高騰を踏まえ、以下のとおり上限を引き上げる。 

青森大会まで上限１８，０００円（税抜き） → 上限２０，０００円（税抜き） 

【令和７年度第３回国民スポーツ大会委員会決定済】 

 

（２）弁当料金 

物価等の高騰を踏まえ、以下のとおり上限を引き上げる。 

青森大会まで上限１，１００円（税抜き） → 上限１，２５０円（税抜き） 

【令和７年度第３回国民スポーツ大会委員会決定済】 

 

（３）その他 

   先催県での運営を踏まえた変更や宮崎県開催となることに伴う変更 

   【別紙参考資料のとおり】 

 

２  先催県における課題への対応 

滋賀大会で宿泊取消料の取り扱いが変更となったことに伴い実施された負け帰り対策や宿替

えに伴う荷物輸送等の運用面については、滋賀大会及び今年開催される青森大会の運営実態と

課題を踏まえ、本県開催時の負け帰り対策等の実施方法を検討していく。 
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資料No.5-2 



 

日本のひなた宮崎 国スポ 宿泊要項（案） 
 

１ 趣旨 

この要項は、第81回国民スポーツ大会本大会の正式競技及び特別競技に参加する選手・

監督、役員、視察員、報道員及びその他の関係者（以下「大会参加者」という。）の宿泊

及び食事に関して、必要な事項を定める。 

 

２ 宿泊業務の方針 

日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ実行委員会（以下「県委員会」という。）及び会場地

市町村実行委員会（以下「会場地委員会」という。）は、日本のひなた宮崎 国スポ合同配

宿本部（以下「合同配宿本部」という。）を設置し、緊密な連携のもと、相互に十分な連

絡調整を行うとともに、関係する機関及び団体の協力を得て、大会参加者の宿泊について

万全を期する。 

 

３ 宿泊業務の実施 

合同配宿本部は、競技団体、宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合等の関係団体、宿泊施

設等と連絡調整の上、大会参加者の宿舎の選定、確保、配宿等に関する業務に当たるとと

もに、これに関する紛議が生じた場合は、調停及びあっせんを行う。 

 

４ 宿泊対象者 

この要項に定める宿泊対象者は、大会参加者のうち次に掲げる者で合同配宿本部に宿

泊申込みのあった者とする。 

(1) 選手・監督、都道府県選手団本部役員、大会役員、特別招待者、競技会役員、競技

役員及び視察員並びに都道府県選手団に属するその他の者 

(2) 報道員及びその他大会運営に参加する者で、県委員会が宿泊を必要と認めた者 

 

５ 宿舎の選定及び確保 

宿舎の選定及び確保について、次により行うものとする。 

(1) 大会参加者の宿泊は、原則として会場地市町村内の旅館等 （旅館業法（昭和23年法

律第138号）の許可を受けて営業を行う旅館、ホテル及び簡易宿所をいう。以下同じ。）

を利用する。 

(2) 会場地市町村内の旅館等で大会参加者の収容が困難な場合は、その地域の実情に応

じ、近隣市町村（原則として県内）の旅館等及び宿泊可能な公共施設等を利用する。 

(3) 風紀上、衛生上、安全対策上等の理由により、支障があると認められる施設は宿舎

として利用しない。 

 

６ 配宿 

大会参加者の配宿に当たっては、合同配宿本部が次の事項に留意して行うものとする。 

(1) 選手・監督の宿舎は、競技会場及び練習会場までの交通状況、環境等に配慮し、都
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道府県別、競技別、種別及び男女別に考慮して配宿する。 

(2) 選手・監督の宿舎は、原則として都道府県選手団本部役員、競技会役員及び競技役

員とは別にする。 

(3) 競技会役員及び競技役員については、できる限り同一又は近隣の宿舎に配宿する。 

(4) １人の宿泊に要する広さは、3.3㎡（２畳）以上とする。 

 

７ 宿泊料金等 

大会参加者の宿泊料金等は次のとおりとする。 

(1) 宿泊 

宿泊とは、入宿日の15時から出発日の10時までの客室の使用をいうものとし、４

(1)に掲げる者の食事提供は、原則として１泊２食とする。ただし、競技特性や宿

舎の状況により合同配宿本部が認めた場合は、この限りでない。 

(2) 宿泊料金 

宿泊料金は下表の料金範囲内とする。ただし、大会役員等が、定員未満での利用な

どを希望する場合は、この料金範囲を超えることがある。 

宿泊区分 宿泊料金（税抜） 備考 

１泊２食 1,600 円～20,000 円 通常のサービス・奉

仕料及び冷暖房料

を含む 

１泊夕食 1,440 円～18,000 円 

１泊朝食 1,280 円～16,000 円 

素泊まり 1,120 円～14,000 円 

※１ １泊２食の宿泊料金は、1,600円の次の金額は2,000円とし、これを超える

金額は500円刻みとする。 

※２ １泊夕食料金は、１泊２食料金の90％相当額とする。 

※３ １泊朝食料金は、１泊２食料金の80％相当額とする。 

※４ 素泊まり料金は、１泊２食料金の70％相当額とする。 

(3) 入湯税及び宿泊税 

入湯税及び宿泊税（導入している地域のみ）については、外税とし、宿泊料金とは

別に支払う。 

(4) 欠食控除 

欠食控除の適用は、朝食及び夕食ともに４日前までに申し出た場合に限る。 

ただし、競技の進行状況により、やむを得ず夕食の欠食を申し出る場合は、宿泊責

任者 （宿泊申込代表者が宿泊者の中から定めた者。以下同じ。）が宿舎と協議の上、決

定する。 

ア 夕食を欠食した場合の控除額 

当該施設の１泊２食相当の宿泊料金のうち、20％とする。 

イ 朝食を欠食した場合の控除額 

当該施設の１泊２食相当の宿泊料金のうち、10％とする。 

 

(5) 休憩料金 

入宿日の15時以前及び出発日の10時以降に客室を利用する場合の休憩料金は、各宿

舎の規定に基づくものとする。 
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(6) 入浴料 

宿泊者が宿舎からの要請により公衆浴場等を利用した場合の入浴料は、当該宿舎が

負担する。 

(7) 宿泊取消料 

ア 大会参加の取消しや競技敗退等、やむを得ない理由により宿泊を取り消す場合の

宿泊取消料は、宿泊取消の申出をした日に応じて、取り消す泊数全てについて各

宿泊施設の宿泊取消料規定を適用し、算定する。 

なお、宿泊取消料規定の上限は、下表のとおりとする。 

宿泊取消の申出区分 宿泊取消料 備考 

宿泊予定日の９日前まで 不要 素泊まり又は欠

食で申し込んだ

場合は、その料

金（税抜）を宿泊

料金とする。 

宿泊予定日の８日前から 

宿泊予定日の４日前まで 

宿泊料金（税抜）の20％ 

宿泊予定日の３日前から 

宿泊予定日の前日まで 

宿泊料金（税抜）の50％ 

宿泊予定日当日 宿泊料金（税抜）の100％ 

（注）・荒天等による交通機関の不通で、宿舎への到着が困難な場合は、宿泊責任者が

宿舎と協議して宿泊取消料を決定する。 

・入宿前後に関わらず、災害等（地震、風水害、感染症等）により、競技会（種

目・種別）が中止となった場合又は荒天等による競技会会期の短縮決定により、

宿泊取消を申し出た場合は、取り消す泊数に関わらず、一人につき１泊分の宿

泊取消料のみとする。 

イ 宿泊申込後、変更又は取消しの申出がない場合の宿泊取消料は、上記アの定めに

関わらず、宿泊料金（税抜）の全額とする。 

ウ 宿泊取消料は、宿泊責任者又は本人が当該宿舎へ支払うものとする。 

また、宿泊責任者又は本人が宿泊取消料を支払うことができない場合は、宿泊申

込代表者が最終責任を負う。 

(8) 宿泊料金等の精算 

宿泊料金等は、原則として宿泊責任者が、各宿舎の指定する方法により精算する。 

(9) 宿泊料金等の適用期間 

宿泊料金等の適用期間は、令和９年９月５日（日）15時から令和９年10月７日（木）

10時までとする。 

ただし、選手・監督、競技会役員及び競技役員においては、原則として、参加する

競技の開始日の４日前の15時から、競技終了翌日の10時までとする。 

 

８ 宿泊の申込み 

(1) 宿泊の申込みは、別に定める宿泊事務実施要領（以下「実施要領」という。）によ

り、宿泊申込代表者がインターネットを利用して合同配宿本部に行うものとする。 

ただし、インターネットシステムの異常等により、インターネットによる申込みが

困難な場合は、宿泊申込書に必要事項を記入の上、ファクシミリ又は郵便により行う

ことを認めるものとする。 

なお、効力の発生は、インターネットについては受信時、ファクシミリ等では到達
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した日とする。 

また、限られた宿泊施設を有効活用して配宿を行うことから、選手・監督の個人都

合による宿舎、部屋割り等に係る希望は認めない。 

(2) 選手・監督及び都道府県選手団本部役員にあっては、第81回国民スポーツ大会実施

要項（以下「大会実施要項」という。）に定める人員を超える宿泊申込みは認めない。 

(3) インターネット等による宿泊申込みは、実施要領に定める申込期限までに行うもの

とする。 

(4) 選手・監督及び都道府県選手団本部役員については、申込期限までに宿泊申込みが

なかった場合は、大会実施要項の定めにより、大会への参加を認めない。 

 

９ 宿泊の変更及び取消し 

(1) 大会参加者の宿舎決定後の宿泊取消しについては、限られた宿泊施設を有効活用

して配宿を行うことから、大会参加の取消し等の特別な事情のない限り認めない。 

なお、不適切な対応が発生した場合は、日本スポーツ協会の国民スポーツ大会委員

会において報告する。 

(2) 入宿前の宿泊人数又は宿泊日程の変更及び取消しについては、実施要領により、宿

泊申込代表者がインターネットを利用して速やかに合同配宿本部に行うものとする。 

ただし、インターネットシステムの異常等により、インターネットによる変更及

び取消しが困難な場合は、ファクシミリ又は郵便により行うことを認めるものとし、

この場合にあっても、速やかに合同配宿本部へ連絡するものとする。 

なお、その効力の発生は、インターネットについては受信時、ファクシミリ等で

は到達した日とする。 

(3) 入宿後の宿泊人数の変更及び取消しについては、宿泊責任者が直接当該宿舎へ速

やかに申し出るものとし、その効力の発生は、当該申し出があった日とする。宿舎

は、変更又は取消しを受け付けた場合、精算後に合同配宿本部に報告する。 

(4) 合同配宿本部が指定する宿舎の変更は、原則として認めない。任意に変更したこと

によって生じた全ての損失は、任意に変更した者がその責任を負う。 

 

10 食事 

(1) 大会参加者に提供する食事は、安全・安心かつ大会参加者が最良のコンディション

で活躍できるよう、栄養面や衛生面を考慮するものとする。また食材については、大

会期間中に入手しやすく、かつ食事料金も考慮の上、利用可能なものを選定する。な

お、宮崎県産の食材を積極的に活用する。 

(2) 昼食については、原則として大会参加者の希望により、県委員会又は会場地委員会

が別に定める方法によりあっせんするものとする。 

なお、金額については、次のとおりとする。 

区分 料金 

昼食弁当（飲料を含む） 1,250 円以内（税抜） 
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11 その他 

(1) この要項に定めるもののほか、宿泊業務の実施に関して必要な事項は、実施要領に

定める。 

(2) 宿泊料金、昼食弁当料金ともに、消費税及び地方消費税の税率に変更があった場合

は、開催時の税率を適用するものとする。 
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備考

〇選手・監督に帯同す
るトレーナー等も配宿
を行っている実態があ
るため、宿泊対象者と
して整理

　　国スポ　宿泊要項（案）と青森県宿泊要項との比較

〇大会回数の変更
〇大会参加者の明示
（県で策定している宿
泊基本方針等と揃え
る）
〇等を具体的に明示

〇宮崎県開催に伴う名
称変更

〇宮崎県開催に伴う名
称変更

青の煌めきあおもり国スポ　宿泊要項 日本のひなた宮崎 国スポ　宿泊要項（案）

　この要項は、第 80 回国民スポーツ大会本大会の正式
競技および特別競技に参加する選手・監督、役員等（以
下「大会参加者」という。）の宿泊等に関して、必要な
事項を定める。

　この要項は、第81回国民スポーツ大会本大会の正式競
技及び特別競技に参加する選手・監督、役員、視察員、
報道員及びその他の関係者（以下「大会参加者」とい
う。）の宿泊及び食事に関して、必要な事項を定める。

１　趣旨１　趣旨

２　方針

　青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会（以下
「県委員会」という。）および会場地市町村実行委員会
（以下「会場地委員会」という。）は、青の煌めきあお
もり国スポ合同配宿本部（以下「合同配宿本部」とい
う。）を設置し、緊密な連携のもと、相互に十分な連絡
調整を行うとともに、関係する機関および団体の協力を
得て、大会参加者の宿泊について万全を期する。

３　業務の実施

　合同配宿本部は、競技団体、青森県旅館ホテル生活衛
生同業組合等の関係団体、宿泊施設等と連絡調整の上、
大会参加者の宿舎の選定、確保および配宿等に関する業
務に当たるとともに、これに関する紛議が生じた場合
は、調停およびあっせんを行う。

３　業務の実施

　合同配宿本部は、競技団体、宮崎県ホテル旅館生活衛
生同業組合等の関係団体、宿泊施設等と連絡調整の上、
大会参加者の宿舎の選定、確保、配宿等に関する業務に
当たるとともに、これに関する紛議が生じた場合は、調
停及びあっせんを行う。

４　宿泊対象者

　この要項に定める宿泊対象者は、大会参加者のうち次
に掲げる者で合同配宿本部に宿泊申込みのあった者とす
る。

（１）選手・監督、都道府県選手団本部役員、大会役
員、特別招待者、競技会役員、競技役員及び視察員並び
に都道府県選手団に属するその他の者

２　方針

　日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ実行委員会（以下
「県委員会」という。）及び会場地市町村実行委員会
（以下「会場地委員会」という。）は、日本のひなた宮
崎 国スポ合同配宿本部（以下「合同配宿本部」とい
う。）を設置し、緊密な連携のもと、相互に十分な連絡
調整を行うとともに、関係する機関及び団体の協力を得
て、大会参加者の宿泊について万全を期する。

４　宿泊対象者

　この要項に定める宿泊対象者は、大会参加者のうち次
に掲げる者で合同配宿本部に宿泊申込みのあった者とす
る。

（１）選手・監督、都道府県選手団本部役員、大会役
員、特別招待者、競技会役員、競技役員および視察員
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備考

　　国スポ　宿泊要項（案）と青森県宿泊要項との比較

青の煌めきあおもり国スポ　宿泊要項 日本のひなた宮崎 国スポ　宿泊要項（案）

〇先催県では料金表で
選手・監督等のみ原則
として１泊２食とする
ことを示していたもの
を規定として明示。
〇例外を適用する条件
を明示。（１泊２食の
宿泊施設が十分確保で
きない場合等）

５　宿舎の選定及び確保
　宿舎の選定及び確保について、次により行うものとす
る。

〇料金上限の変更
（18,000円→20,000
円）
〇１泊夕食の料金帯を
追加

〇表現の修正

　宿泊料金は下表の料金範囲内とする。ただし、大会役
員等が、定員未満での利用などを希望する場合は、この
料金範囲を超えることがある。

５ 宿舎の選定および確保
　宿舎の選定および確保について、次により行うものと
する。
（２）会場地市町村内の旅館等で大会参加者の収容が困
難な場合は、その地域の実情に応じて、県内外近隣市町
村の旅館等および研修所等の宿泊施設に転用可能な施設
を利用する。

（３）風紀上、衛生上および安全対策上等の理由によ
り、支障があると認められる宿舎は利用しない。

（２）会場地市町村内の旅館等で大会参加者の収容が困
難な場合は、その地域の実情に応じ、近隣市町村（原則
として県内）の旅館等及び宿泊可能な公共施設等を利用
する。

（３）風紀上、衛生上、安全対策上等の理由により、支
障があると認められる施設は宿舎として利用しない。

７　宿泊料金等

　大会参加者の宿泊料金等は次のとおりとする。

（１）宿泊
　宿泊とは、入宿日の15時から出発日の10時までの客室
の使用をいうものとし、４(1)に掲げる者の食事提供
は、原則として１泊２食とする。ただし、競技特性や宿
舎の状況により合同配宿本部が認めた場合は、この限り
でない。

（２）宿泊料金

　大会参加者の宿泊料金等は次のとおりとする。

（１）宿泊
　宿泊とは、入宿日の 15 時から出発日の 10 時までの
客室の使用をいうものとし、原則として１泊２食とする
が、１泊朝食、素泊まりも可とする。

７　宿泊料金等

（２）宿泊料金
　宿泊料金は下表の料金範囲内とする。ただし、大会役
員等が、定員未満での利用などを希望する場合は、この
料金範囲を超えることがある。

〇宿泊基本方針と揃え
る
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備考

　　国スポ　宿泊要項（案）と青森県宿泊要項との比較

青の煌めきあおもり国スポ　宿泊要項 日本のひなた宮崎 国スポ　宿泊要項（案）

〇等を具体的に明示

※１　１泊２食の宿泊料金は、500円刻みとする。
※２　１泊朝食料金は、１泊２食料金の80％相当額とす
る。
※３　素泊まり料金は、１泊２食料金の70％相当額とす
る。

※１　１泊２食の宿泊料金は、1,600円の次の金額は
2,000円とし、これを超える金額は500円刻みとする。
※２　１泊夕食料金は、１泊２食料金の90％相当額とす
る。
※３　１泊朝食料金は、１泊２食料金の80％相当額とす
る。
※４　素泊まり料金は、１泊２食料金の70％相当額とす
る。

（３）入湯税等

入湯税および宿泊税（導入している地域のみ）について
は、外税とし、宿泊料金とは別に支払う。

（４）欠食控除

〇欠食控除の計算に齟
齬がないよう明示
（先催県の規定では、
１泊朝食料金の宿泊施
設で欠食した場合、
16,000から10％控除す
るようにも読み取れる
が、実際は素泊まり料
金の14,000円となる）

〇料金刻みが1,600円、
2,000円、2,500円･･･と
なるよう規定
〇１泊夕食の料金帯を
追加

イ　朝食を欠食した場合の宿泊料金

当該施設の宿泊料金から10％を控除した額とする。

欠食控除の適用は、朝食、夕食ともに４日前までに申し
出た場合に限る。ただし、競技の進行状況により、やむ
を得ず夕食の欠食を申し出る場合は、宿舎と協議の上、
決定する。

ア　夕食を欠食した場合の宿泊料金

当該施設の宿泊料金から20％を控除した額とする。

〇ただし書き内の宿舎
との協議をする際の主
体を明示
（進行状況や移動時間
等を把握する宿泊責任
者が協議することとす
る。）

（３）入湯税及び宿泊税

入湯税及び宿泊税（導入している地域のみ）について
は、外税とし、宿泊料金とは別に支払う。

（４）欠食控除

欠食控除の適用は、朝食、夕食ともに４日前までに申し
出た場合に限る。ただし、競技の進行状況により、やむ
を得ず夕食の欠食を申し出る場合は、宿泊責任者（宿泊
申込代表者が宿泊者の中から定めた者。以下同じ。）が
宿舎と協議の上、決定する。

ア　夕食を欠食した場合の控除額

当該施設の１泊２食相当の宿泊料金のうち、20％とす
る。

イ　朝食を欠食した場合の控除額

当該施設の１泊２食相当の宿泊料金のうち、10％とす
る。
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備考

　　国スポ　宿泊要項（案）と青森県宿泊要項との比較

青の煌めきあおもり国スポ　宿泊要項 日本のひなた宮崎 国スポ　宿泊要項（案）

〇語句修正（取消料→
宿泊取消料）

〇宿泊責任者につい
て、７（４）に記載し
ているため、括弧書き
を削除

〇宿舎と協議をする際
の主体を明示（交通機
関の運行状況を把握す
る宿泊責任者が直接宿
舎と協議することとす
る。）
〇語句修正（取消料→
宿泊取消料）

削除

〇宿泊取消料金が発生
するのは、取り消した
泊数全てであることを
明示。（実際の運用と
同じ）

イ 宿泊申込後、変更又は取消しの申出がない場合の宿
泊取消料は、上記アの定めに関わらず、宿泊料金（税
抜）の全額とする。

ウ 宿泊取消料は、宿泊責任者又は本人が当該宿舎へ支
払うものとする。
また、宿泊責任者又は本人が宿泊取消料を支払うことが
できない場合は、宿泊申込代表者が最終責任を負う。

（７）宿泊取消料
ア 大会参加の取消しや競技敗退等、やむを得ない理由
により宿泊を取り消す場合の宿泊取消料は、宿泊取消の
申出をした日に応じて、取り消す泊数全てについて各宿
泊施設の宿泊取消料規定を適用し、算定する。
なお、宿泊取消料規定の上限は、下表のとおりとする。

（注）・荒天等による交通機関の不通で、宿舎への到着
が困難な場合は、宿泊責任者が宿舎と協議して宿泊取消
料を決定する。
・入宿前後に関わらず、災害等（地震、風水害、感染症
等）により、競技会（種目・種別）が中止となった場合
又は荒天等による競技会会期の短縮決定により、宿泊取
消を申し出た場合は、取り消す泊数に関わらず、一人に
つき１泊分の宿泊取消料のみとする。

ア 大会参加の取消しや競技敗退等、やむを得ない理由
により宿泊を取り消した場合の宿泊取消料は、各宿泊施
設の宿泊取消料規定を適用する。なお、
宿泊取消料規定の上限は、下表のとおりとする。

イ 宿泊申込後、変更・取消しの申し出がない場合の取
消料は、上記アの定めに関わらず、宿泊料金（税抜）の
全額とする。

（注）・荒天等による交通機関の不通で、宿舎への到着
が困難な場合は、宿舎と協議して取消料を決定する。
・入宿前後に関わらず、災害等（地震、風水害、感染症
等）により、競技会（種目・種別）が中止となった場
合、荒天等による競技会会期の短縮決
定により、宿泊取消を申し出た場合は、取り消した泊数
に関わらず、一人につき１泊分の取消料のみとする。

ウ 宿泊取消料は、宿泊責任者（宿泊申込代表者が宿泊
者の中から定めた者。以下同じ。）または本人が当該宿
舎へ支払うものとする。
また、宿泊責任者または本人が宿泊取消料を支払うこと
ができない場合は、宿泊申込代表者が最終責任を負う。

（７）宿泊取消料
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備考

　　国スポ　宿泊要項（案）と青森県宿泊要項との比較

青の煌めきあおもり国スポ　宿泊要項 日本のひなた宮崎 国スポ　宿泊要項（案）

〇大会回数の変更

〇本県の開催期間に合
わせた適用期間の変更
（参考）
会期前　9/9～9/23
本会期　9/26～10/6

〇ただし書きを削除
（各宿舎で精算方法を
調整するため）

〇個人都合による宿
舎、部屋割り等に係る
要望は認めないことを
明示。（２人部屋を１
人で利用したい等）

（８）宿泊料金等の精算
　宿泊料金等は、原則として宿泊責任者が、各宿舎の指
定する方法により精算する。

（９）宿泊料金等の適用期間

　宿泊料金等の適用期間は、令和９年９月５日（日）15
時から令和９年10月７日（木）10時までとする。
　ただし、選手・監督、競技会役員及び競技役員におい
ては、原則として、参加する競技の開始日の４日前の
15 時から、競技終了翌日の 10 時までとする。

８　宿泊の申込み
（１）宿泊の申込みは、別に定める宿泊事務実施要領
（以下「実施要領」という。）により、宿泊申込代表者
がインターネットを利用して合同配宿本部に行うものと
する。
　ただし、インターネットシステムの異常等により、イ
ンターネットによる申込みが困難な場合は、宿泊申込書
に必要事項を記入の上、ファクシミリ又は郵便により行
うことを認めるものとする。
　なお、効力の発生は、インターネットについては受信
時、ファクシミリ等では到達した日とする。
　また、限られた宿泊施設を有効活用して配宿を行うこ
とから、選手・監督の個人都合による宿舎、部屋割り等
に係る希望は認めない。

（２）選手・監督、都道府県選手団本部役員にあって
は、第 81 回国民スポーツ大会実施要項（以下「大会実
施要項」という。）に定める人員を超える宿泊申込みは
認めない。

（９）宿泊料金等の適用期間

　宿泊料金等の適用期間は、令和８年８月 30 日（日）
15 時から令和８年 10月 21 日（水）10 時までとす
る。
　ただし、選手・監督、競技会役員および競技役員にお
いては、原則として、参加する競技の開始日の４日前の
15 時から、競技終了翌日の 10 時までとする。

８　宿泊の申込み

（８）宿泊料金等の精算

　宿泊料金等は、原則として宿泊責任者が、各宿舎の指
定する方法により精算する。
　ただし、選手・監督および都道府県選手団本部役員に
あっては、出発日に一括精算することができる。

（１） 宿泊の申込みは、別に定める宿泊事務実施要領
（以下「実施要領」という。）により、宿泊申込代表者
がインターネットを利用して合同配宿本部に行うものと
する。
　ただし、インターネットシステムの異常等により、イ
ンターネットによる申込みが困難な場合は、宿泊申込書
に必要事項を記入の上、ファクシミリまたは郵便により
行うことを認めるものとする。
　なお、効力の発生は、インターネットについては受信
時、ファクシミリ等では到達した日とする。

（２）選手・監督、都道府県選手団本部役員にあって
は、第 80 回国民スポーツ大会実施要項（以下「大会実
施要項」という。）に定める人員を超える宿泊申込みは
認めない。
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備考

　　国スポ　宿泊要項（案）と青森県宿泊要項との比較

青の煌めきあおもり国スポ　宿泊要項 日本のひなた宮崎 国スポ　宿泊要項（案）

〇他の規定と表現を揃
える
（考慮すること→考慮
するものとする）
〇宮崎県開催に伴う名
称等の変更

10　食事

（１）大会参加者に提供する食事は、安全・安心かつ大
会参加者が最良のコンディションで活躍できるよう、栄
養面や衛生面を考慮するものとする。また食材について
は、大会期間中に入手しやすく、かつ食事料金も考慮の
上、利用可能なものを選定する。なお、宮崎産の食材を
積極的に活用する。

〇料金上限の変更
（1,100円→1,250円）
〇お茶以外の飲料にも
対応できるよう変更

10　食事

（１）大会参加者に提供する食事は、安全・安心かつ大
会参加者が最良のコンディションで活躍できるよう、栄
養面や衛生面を考慮すること。また食材については、大
会期間中に入手しやすく、かつ食事料金も考慮の上、利
用可能なものを選定する。なお、青森県産の食材を積極
的に活用する。
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信州やまなみ国スポ・全障スポ 医療救護要項（案） 

 

１ 趣旨 

この要項は、日本スポーツ協会が定める国民スポーツ大会における医療・救護ガイドライ

ン及び第 82 回国民スポーツ大会・第 27 回全国障害者スポーツ大会医事・衛生基本方針に基

づき、第 82回国民スポーツ大会（本大会）（以下「国スポ」という。）及び第 27回全国障害者

スポーツ大会（以下「全障スポ」という。）における医療・救護に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 

２ 実施方法 

  県及び会場地市町村は、相互に連絡調整を図り、医療機関、中央競技団体・開催地競技団

体、関係団体等（以下「医療機関、関係団体等」という。）と連携・協力し、医療・救護を実

施する。 

 

３ 実施区分 

  県及び会場地市町村は、医療機関、関係団体等と連携・協力し、次の区分における医療・救

護を実施する。 

(１) 県 

ア 国スポ 

  (ア) 総合開・閉会式会場及びその周辺 

  (イ) 県主催の大会関連イベント会場等 

イ 全障スポ 

  (ア) 開・閉会式会場及びその周辺 

  (イ) 競技会場及び練習会場  

  (ウ) 県主催の大会関連イベント会場等 

  (エ) 宿舎 

(２) 会場地市町村 

ア 国スポ 

  (ア) 競技会場及び練習会場 

  (イ) 会場地市町村主催の大会関連イベント会場等 

  (ウ) 宿舎(転用施設を含む。) 

イ 全障スポ 

  (ア) 競技会場及び練習会場（連携、協力） 

 

４ 実施業務 

  医療・救護業務は、次の事項を実施する。 

(１) 大会開催前 

ア 人員及び体制の確保 
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  (ア) 医療・救護の実施に必要となる人員の調整を行う。 

  (イ) 傷病者が発生した場合に備え、医療機関、関係団体等と連携し、体制整備を行う。 

イ 物品等の配備 

  (ア) 救急対応に必要となる医薬品、資器材、自動体外式除細動器(AED)、競技特性に応じ

た救急資器材、その他医療・救護を円滑に行うために必要な物品等を配備する。なお、

ドーピング禁止物質を含有する医薬品は配備しない。 

  (イ) 救急自動車等の配備については、別途関係機関と調整する。 

ウ 会場設計 

   外傷・障害の予防や傷病者の搬送等を考慮し、会場のレイアウトを設計する。 

 エ 緊急時の連絡体制の整備 

   傷病者が発生した場合に備え、緊急時対応計画(EAP)の作成等、緊急時の連絡体制を整

備する。 

 オ マニュアル等の整備 

   医療・救護業務の実施に必要となるマニュアルや手引き等を作成する。 

(２) 大会期間中 

ア 救護本部の設置 

    会場等における医療・救護業務の総括、関係各所との連絡調整、情報収集等を担うため、

救護本部を設置する。 

  イ 救護所の設置等 

   (ア) 会場等における傷病者の応急処置や医療機関、関係団体等との連絡調整などを担うた

め、救護所を設置する。 

   (イ) 救護所には、救護班及び必要に応じて移動救護班を配置する。 

(ウ) 救護班は、医師、歯科医師、看護師、保健師、アスレティックトレーナー及び事務職

員等により必要に応じた編成とする。 

   なお、競技会場においては、スポーツに関する専門的な知見を持つ医師、歯科医師等

を含めて編成を検討する。 

ウ 救急対応の実施 

(ア) 外傷・障害が発生する前 

   外傷・障害発生時の対応が適正に図られるよう、大会参加者や宿舎、医療・消防機関

に対して、パンフレットや各種通知、会議時のアナウンス等により、医療・救護体制や

緊急時の連絡体制について周知を図る。 

(イ) 外傷・障害が発生したとき 

   救護班及び移動救護班は、傷病者の応急処置や医療機関、関係団体等への連絡調整な

どの必要な救急対応を行う。 

(ウ) 外傷・障害が発生した後 

   別途定める様式により、措置を行った外傷・障害の記録を作成し、医療機関に引継ぐ。 

(３) 大会終了後 

    医療・救護に関する実績を取りまとめ、関係団体等へ報告する。 
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５ その他 

(１) 県及び会場地市町村は、それぞれの区分における医療・救護の実施に要する経費を負担

する。 

(２) 救護所及び救急自動車等において要した経費を除き、医療費は全て受診者が負担する。 

(３) この要項に定めるもののほか、医療・救護の実施に関して必要な事項は、県及び会場地

市町村において別に定める。 
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信州やまなみ国スポ冬季大会 医療救護要項（案） 

 

１ 趣旨 

この要項は、日本スポーツ協会が定める国民スポーツ大会における医療・救護ガイドライ

ン及び第 82 回国民スポーツ大会・第 27 回全国障害者スポーツ大会医事・衛生基本方針に基

づき、第 82回国民スポーツ大会（冬季大会）（以下「大会」という。）における医療・救護に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 実施方法 

  県及び会場地市町村は、相互に連絡調整を図り、医療機関、中央競技団体・開催地競技団

体、関係団体等（以下「医療機関、関係団体等」という。）と連携・協力し、医療・救護を実

施する。 

 

３ 実施区分 

  県及び会場地市町村は、医療機関、関係団体等と連携・協力し、次の区分における医療・救

護を実施する。 

(１) 県 

  (ア) 開始式・表彰式会場及びその周辺 

  (イ) 県主催の大会関連イベント会場等 

(２) 会場地市町村 

  (ア) 競技会場及び練習会場 

  (イ) 会場地市町村主催の大会関連イベント会場等 

  (ウ) 宿舎(転用施設を含む。) 

 

４ 実施業務 

  医療・救護業務は、次の事項を実施する。 

(１) 大会開催前 

ア 人員及び体制の確保 

  (ア) 医療・救護の実施に必要となる人員の調整を行う。 

  (イ) 傷病者が発生した場合に備え、医療機関、関係団体等と連携し、体制整備を行う。 

イ 物品等の配備 

  (ア) 救急対応に必要となる医薬品、資器材、自動体外式除細動器(AED)、競技特性に応じ

た救急資器材、その他医療・救護を円滑に行うために必要な物品等を配備する。なお、

ドーピング禁止物質を含有する医薬品は配備しない。 

  (イ) 救急自動車等の配備については、別途関係機関と調整する。 

ウ 会場設計 

   外傷・障害の予防や傷病者の搬送等を考慮し、会場のレイアウトを設計する。 

 エ 緊急時の連絡体制の整備 
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   傷病者が発生した場合に備え、緊急時対応計画(EAP)の作成等、緊急時の連絡体制を整

備する。 

 オ マニュアル等の整備 

   医療・救護業務の実施に必要となるマニュアルや手引き等を作成する。 

(２) 大会期間中 

ア 救護本部の設置 

    会場等における医療・救護業務の総括、関係各所との連絡調整、情報収集等を担うため、

救護本部を設置する。 

  イ 救護所の設置等 

   (ア) 会場等における傷病者の応急処置や医療機関、関係団体等との連絡調整などを担うた

め、救護所を設置する。 

   (イ) 救護所には、救護班及び必要に応じて移動救護班を配置する。 

(ウ) 救護班は、 医師、歯科医師、看護師、保健師、アスレティックトレーナー及び事務職

員等により必要に応じた編成とする。 

   なお、競技会場においては、スポーツに関する専門的な知見を持つ医師、歯科医師等

を含めて編成を検討する。 

ウ 救急対応の実施 

(ア) 外傷・障害が発生する前 

   外傷・障害発生時の対応が適正に図られるよう、大会参加者や宿舎、医療・消防機関

に対して、パンフレットや各種通知、会議時のアナウンス等により、医療・救護体制や

緊急時の連絡体制について周知を図る。 

(イ) 外傷・障害が発生したとき 

   救護班及び移動救護班は、傷病者の応急処置、医療機関、関係団体等への連絡調整な

どの必要な救急対応を行う。 

(ウ) 外傷・障害が発生した後 

   別途定める様式により、措置を行った外傷・障害の記録を作成し、医療機関に引継ぐ。 

(３) 大会終了後 

    医療・救護に関する実績を取りまとめ、関係団体等へ報告する。 

 

５ その他 

(１) 県及び会場地市町村は、それぞれの区分における医療・救護の実施に要する経費を負担

する。 

(２) 救護所及び救急自動車等において要した経費を除き、医療費は全て受診者が負担する。 

(３) この要項に定めるもののほか、医療・救護の実施に関して必要な事項は、県及び会場地

市町村において別に定める。 
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第 84回国民スポーツ大会（島根県）関係 

愛称・スローガン及び規定書体について（案） 

【愛称・規定書体】 

 

 

（趣旨） 

島根では、毎年旧暦の 10月に多くの神様が集まることから、「神無月」を「神在月」と

呼びます。 

「かみあり」から連想する「神在月」と大会開催が重なり、全国から神様が集うこの 

島根の地から、大会を通して「島根らしさ」を全国へ発信していきます。 

 

（規定書体意図） 

古代より島根で多く発見された銅剣・勾玉をイメージした「緑色」、神々しさ・しめ縄を

イメージした「金色」、炎や夕日をイメージした「橙色」の３色を用いることで、島根らし

さを表現しています。 

多くの人に分かりやすく読みやすいように工夫された、ユニバーサルデザインフォント

も取り入れています。 

【スローガン】 

 

（趣旨） 

自分の限界に挑戦することの意義を、島根とゆかりのある「神話」に結び付けて表現し

ています。 

【選定基準】 

募集方法：全国公募 

募集期間：令和３年 11月１日～令和４年１月 11日まで 

応募総数：愛称 3,704点 スローガン 3,230点 

選定方法：令和４年３月７日に開催された、第２回広報・機運醸成専門委員会において 

審議・可決。 

令和４年３月 16日に開催された、第２回総会において審議・決定。 
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第 84回国民スポーツ大会（島根県）関係 

マスコットキャラクターについて（案） 
 

【名前・デザイン】 

 

 

 

【しまねっこについて】 

島根県観光キャラクターとして、県広報をはじめ様々なイベント等で活躍しており、 

「がんばろう日本！ゆるキャラⓇグランプリ 春の選抜 2016」では初代グランプリを獲 

得しました。 

大会マスコットキャラクターとして、大会を象徴する３色を活用したウェアやトーチで、

島根県における大会開催を県内外に広く情報発信していきます。 

 

 

【選定経緯】 

令和４年３月７日  第２回広報・機運醸成専門委員会において、しまねっこを第 84回 

国民スポーツ大会・第 29回全国障害者スポーツ大会マスコットキ 

ャラクターとすることについて審議 

令和４年３月 16日  第２回総会において、しまねっこを第 84回国民スポーツ大会・第 

29回全国障害者スポーツ大会マスコットキャラクターとすること 

が決定 

 

島根県観光キャラクター「しまねっこ」 

島根かみあり国スポ・全スポマスコットキャラクター 
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国民スポーツ大会開催基準要項の改定について

1

⚫ 開催都道府県の負担軽減や大会の魅力向上などを通じ、国スポが将来にわたり持続可能な
大会となることを目指す取組として、総合開・閉会式に係る国民スポーツ大会開催基準要
項（以下「開催基準要項」という。）の改定を要望いたします。

要望内容

１ 開催基準要項「２０ 大会の式典」

（３）において必ず式典中に取り入れるものとされている項目について、

・炬火点火、炬火納火を削除

・実施競技団体旗及び参加都道府県旗の掲揚・降納を削除

・会場地旗を式典会場地旗に改定

２ 開催基準要項「２２ 大会旗及び炬火リレー」

本項を削除

長野県資料
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国スポ開催県に対する調査結果について

2

開催年 県名 賛否 主な意見

2026 青森県 賛成 ⚫ 式典準備・運営の簡素化や財政負担軽減につながる
要項改定の方向性に賛同する。

⚫ 炬火は大会のシンボルとなる火だが、炬火用具の制
作や購入による負担を軽減することができ、火気の
取扱いについて消極的な施設等への対応等、難しい
判断を迫られる要件を減らすことができる。

⚫ 参加都道府県旗は旗の数が多く掲揚が困難であるこ
とや、その作成・準備が開催地の大きな負担になっ
ていることから削除に賛成する。

⚫ 当県も式典の簡素化を検討しており賛成する。

2027 宮崎県 賛成

2029 群馬県 賛成

2030 島根県 賛成

2031 奈良県 賛成

2032 山梨県 賛成

2033 鳥取県 無回答※

2034 沖縄県 賛成

2035 三重県 賛成

⚫ 要望内容について国スポ開催県に調査した結果、賛否を表明した全ての開催県が賛成

※鳥取県からは、式典内容は未検討のため調査時点では回答できないと連絡あり

長野県資料
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国民スポーツ大会開催基準要項改定対比表 
 

現行 改定（案） 備考 

20 大会の式典 

【本大会】  

(1)大会の式典を行う場合は、冬季大会を含め回数を同じくする大会の

総合開・閉会式として、開催県実行委員会が選定した競技会場地で行

う。ただし、本大会を複数の都道府県において開催する場合は、別に協

議する。 

(2)式典の所要時間は、原則として 60 分以内とする。 

(3)式典は、できるだけ簡素なものとして、次の項目を必ず式典中に取

り入れるものとする。ただし、その他の項目については、開催県実行委

員会において企画の上、日本スポーツ協会と協議して定める。 

 

総合開会式 開会宣言 

       国旗掲揚 

       大会旗・日本スポーツ協会旗・実施競技団体旗掲揚 

       開催県旗・参加都道府県旗・会場地旗掲揚 

       天皇杯・皇后杯返還 

       大会会長あいさつ 

       文部科学大臣あいさつ 

       天皇陛下お言葉 

       炬火点火 

       選手代表宣誓 

  

総合閉会式 成績発表 

       表彰状授与 

       天皇杯・皇后杯授与 

       大会会長あいさつ 

       スポーツ庁長官あいさつ 

       開催県旗・参加都道府県旗・会場地旗降納 

       大会旗・日本スポーツ協会旗・実施競技団体旗降納 

       国旗降納 

       炬火納火 

       国スポ旗引継 

       次期開催県旗掲揚 

       閉会宣言 

20 大会の式典 

【本大会】  

(1)大会の式典を行う場合は、冬季大会を含め回数を同じくする大会の

総合開・閉会式として、開催県実行委員会が選定した競技会場地で行

う。ただし、本大会を複数の都道府県において開催する場合は、別に協

議する。 

(2)式典の所要時間は、原則として 60 分以内とする。 

(3)式典は、できるだけ簡素なものとして、次の項目を必ず式典中に取

り入れるものとする。ただし、その他の項目については、開催県実行委

員会において開催地の特色、特性等を踏まえて企画の上、日本スポーツ

協会と協議して定める。 

総合開会式 開会宣言 

       国旗掲揚 

       大会旗・日本スポーツ協会旗掲揚 

       開催県旗・式典会場地旗掲揚 

       天皇杯・皇后杯返還 

       大会会長あいさつ 

       文部科学大臣あいさつ 

       天皇陛下お言葉 

       選手代表宣誓 

 

 

総合閉会式 成績発表 

       表彰状授与 

       天皇杯・皇后杯授与 

       大会会長あいさつ 

       スポーツ庁長官あいさつ 

       開催県旗・式典会場地旗降納 

       大会旗・日本スポーツ協会旗降納 

       国旗降納 

       国スポ旗引継 

       次期開催県旗掲揚 

       閉会宣言 

 

 

 

 

 

 

 

 

○開催地の特色、特

性に応じた項目を

協議の上実施でき

る文言を追加 

○「実施競技団体

旗」削除 

○「参加都道府県

旗」削除 

○「式典会場地旗」

に変更 

 

○「炬火点火」削除 

 

 

 

 

○「参加都道府県

旗」削除 

○「式典会場地旗」

に変更 

 

○「炬火納火」削除 
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国民スポーツ大会開催基準要項改定対比表 
 

 

 

 

現行 改定（案） 備考 

22 大会旗及び炬火リレー 

(1) 大会旗及び炬火リレーは、開催県内に限り実施することができる。 

(2) リレーの方法については、開催県実行委員会が企画し、実施する。 

22 大会旗及び炬火リレー 

   （削 除） 

 

 

○「大会旗及び炬火

リレー」の本文を削

除 

＜附則＞ 

（１）～（３）省略 

（４）昭和 37 年 3 月 1 日第 3 次改定 

   （略） 

   令和 8 年 1 月 1 日第 64 次改定 

＜附則＞ 

（１）～（３）省略 

（４）昭和 37 年 3 月 1 日第 3 次改定 

   （略） 

 令和 8 年 1 月 1 日第 64 次改定 

 令和 8 年 3 月 3 日第 65 次改定 

（20 項（３）の施行は次のとおりとする） 

・第 80 回大会までは、「大会旗・日本スポーツ協会旗」は「大会旗・日本

スポーツ協会旗・実施競技団体旗」に読み替える。 

・第 80 回大会までは、「式典会場地旗」は「参加都道府県旗・会場地旗」

に読み替える。 

・第 81 回大会までは、「炬火点火」及び「炬火納火」の項目を含む。 

（22 項本文の削除は第 82 回大会から適用するものとし、第 81 回大

会までは次のとおりとする） 

(1) 大会旗及び炬火リレーは、開催県内に限り実施することができる。 

(2) リレーの方法については、開催県実行委員会が企画し、実施する。 

 

 

 

 

 

○改定日等を追加 
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国民スポーツ大会開催基準要項「国民スポーツ大会施設基準」 改定対比表 

【サッカー競技】 

現行 (令和 8 年 1 月 1 日付)  改 定 案 備 考 

(３) サッカー 

 【基準】 

  規定の競技場芝生 7 面以上 

 摘要 

  ２会場地以上に分かれてもよい｡ 

原則、天然芝とするが、全３面まで JFA 公認人工芝ピッチの使用を可能とする。 

(３) サッカー 

【基準】 

  規定の競技場芝生７面以上 

摘要 

  ２会場地以上に分かれてもよい。 

原則天然芝とするが、以下の条件で人工芝の使用を可能とする。  

・1 回戦、２回戦（成年男子・女子については準々決勝）、３位決定戦に 

限り使用可能とする。  

・各種別 1 面の使用を原則とする。同種別で２面以上使用する場合 

は、１会場地内に２面以上の人工芝ピッチがある場合に限り、開催地 

の要請を受けて、適宜 JFA にて協議の上、その可否を決定する。 

 

 

 

 

人工芝ピッチの

使用に関する条

件の緩和 

 

１．改定理由 

 国スポ大会施設基準サッカー競技について、JFA ロングパイル人工芝ピッチ公認制度が 2026 年 3 月 31 日付で廃止されるため、文言を変更したい。 

また、すでに施行されている JFA 独自の施設ガイドラインと文言を統一したい。 

 

２．開催県意見聴取の結果 

 ・後催県である青森県、宮崎県、長野県、群馬県、島根県、奈良県を対象に意見聴取を実施。（適用希望大会～サッカー競技の実施が決定している開催県） 

 ・うち 2 県から改定に「賛同しない(対応不可)」と回答されたものの、改定の趣旨を改めて説明し、中央競技団体も個別の事情を勘案し相談に応じることは可能と確認できた

ため、結果として最終的に全県から改定の「賛同する（対応可能）」として回答を得た。 

＜参考 意見聴取により得られた意見 ※回答を一部改変＞ 

・競技の実施に活用できる付帯施設や市民の国民スポーツ大会への参画推進等を考慮すると、人工芝の会場においてより上位の試合を実施することが望ましい場合がある。 

・サッカー場の少ない地域において運営に制限がかかる場合があること、チーム間の公平性については疑問がある。 

・天然芝ピッチが不足している県においては、１会場地内２面の人工芝ピッチの特例措置を承認いただければ、競技日程を組むこと自体は可能であるが、その場合、当該会場市

は１面追加して競技運営を行う必要があるため、当該市がこの会場地選定を受け入れるかは不透明。また、改正内容について、各種別１面の使用を原則としない方が、例えば１

種別の１回戦が全チーム人工芝開催でき、不公平感が少なくなると思う。そして、そのことにより天然芝の連続使用を軽減できるのではないか。 

 

３．適用希望大会 

 2026 年第 80 回大会(青森県)から適用希望 
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